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ります。

　このコンテンツでは、

参照する絵図と見どこ

ろ（江戸名所）の設定

は、展示の目的（3つ

の絵図の見比べ）に即し

て固定されていますが、

もしこれが、インター

ネットなどを介して利

用可能な任意のデジタ

ルデータが、付与され

た情報を手掛かりに、

与えたキーワードによ

り検索され、自動的に

画面にレイアウトされ

て表示された結果だと

したら、と想像してみてください。わたしはこれが総合資料学の目指す、来

るべき「デジタル人文学研究環境」のひとつの典型、と考えていいのではな

いか、と思います。インターネット上のデータが互いに組み合わされて、そ

れを見る人の新たな発見や思索の深化を導いていく、そんなデジタルデータ

の活用は、人類の幸福と平和に寄与するテクノロジーのあるべき利用の姿の

ひとつだろう、と思うのです。

─注（Web ページはいずれも 2019-2-3 参照）
［01］　動物や植物などの生き物やその標本まで広げて考えれば、動物園、植物園、水族館ももちろ

ん含まれます。
［02］　国立民族学博物館が標本（資料）の 3面撮影を網羅的に実施しているのとは対照的なスタン

スといえます。
［03］　財政緊縮が続く中、いつまでこの管理システムが維持できるか先行きは不透明であり、博物

図 16　「江戸名所見比べコンテンツ」でみる品川の景観の比較

図 17　「江戸名所見比べコンテンツ」でみる増上寺の景観の比較
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館として強い危機感を抱いています。
［04］　資料写真の使用申請, https://www.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/material/procedure.html.

［05］　「れきはくWEBギャラリー」, 『歴博』207, 2018年, 20-23頁, https://www.rekihaku.ac.jp/outline/

publication/rekihaku/207/witness.html.

［06］　https://web.archive.org/web/20000816002038/http://www.nikkei.co.jp/events/yumetech/（Internet 

Archiveより）.

［07］　その後修復が行われたのを機会に資料の再撮影とデジタル化が行われ、約 84億画素（194,874

× 43,089画素；解像度約 630dpi）の画像が作られています。
［08］　国立歴史民俗博物館編『天下統一と城（展示図録）』, 2000年 , https://www.rekihaku.ac.jp/

exhibitions/project/old/001003/index.html.

［09］　超大画像自在閲覧機能が組み込まれた Internet Explorer用プラグインソフトとして開発されま
した。byobu.exeにはない、画面のレイアウト機能を有しています。

［10］　国立歴史民俗博物館編『男も女も装身具－江戸から明治の技とデザイン－（展示図録）』, 

2002年, https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/old/020723/index.html.

［11］　国立歴史民俗博物館編『万年筆の生活誌－筆記の近代－（展示図録）』, 2016年, https://www.

rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/old/160308/index.html.

［12］　このような撮影の工夫は、カメラマンの知識と経験によるところが大きく、博物館における
カメラマンの重要性は、いくら強調しても足りないと感じています。あちこちでデジタル
アーカイブの重要性が唱えられていますが、一番重要な情報の入口としての資料撮影につい
て、欠かざるべきインフラストラクチャとしての認識を共有できればと思います。

［13］　このマルチアングル画像を使って、万年筆を切り開くようにして図案を平面に表した展開図
の作成も行いましたが、本稿では割愛しました。ご興味のある方は、「蒔絵万年筆資料のマ
ルチアングル画像撮影ならびに展開図作成のための技術開発」（『国立歴史民俗博物館研究報
告』206、2017年、39-59頁、http://doi.org/10.15024/00002334）をご参照ください。

［14］　国立歴史民俗博物館編『錦絵はいかにつくられたか（展示図録）』, 2009年, https://www.

rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/old/090224/index.html.

［15］　こうして撮影した画像から、版木の凹凸を求め、さらにそれを用いて、この版木で実際に刷
るとどのような絵が現れるかの再現が、奈良先端科学技術大学院大学の眞

ま

鍋
なべ

佳
よし

嗣
つぐ

准教授（当
時；現千葉大学大学院教授）によって試みられました。詳しくは眞鍋佳嗣「画像計測によ
る錦絵の再現」（国立歴史民俗博物館編『錦絵はいかにつくられたか（展示図録）』2009年、
70-73頁）をご参照ください。

［16］　Zoomify, http://www.zoomify.com/.

［17］　DeepZoom, https://www.microsoft.com/silverlight/deep-zoom/.

［18］　IIIF, https://iiif.io/. 日本語による解説は、永崎研宣氏（人文情報学研究所）によるブログ記
事「今、まさに広まりつつある国際的なデジタルアーカイブの規格、IIIFのご紹介（2016-04-

28）」、http://digitalnagasaki.hatenablog.com/entry/2016/04/28/192349がわかりやすいです。
［19］　KIZUNA: Japan | Wales | Design, https://museum.wales/cardiff/whatson/10055/KIZUNA-japan--

WALES--design/.

［20］　OpenSeadragon, https://openseadragon.github.io/.

［21］　国立歴史民俗博物館編『デジタルで楽しむ歴史資料（展示図録）』, 2017年, https://www.

rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/old/170314/index.html.
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c h a p t e r

8
歴史データのさまざまな応用
− Text Encoding Initiative の現在−

永崎研宣（人文情報学研究所）

1.  デジタルテクストの特徴を活かすには？

　デジタルテクストがあればテクストの扱いがとても便利になります。その

是非はともかくとして、直接的にせよ、間接的にせよ、何らかのかたちで利

便性が向上するということは誰もが認めることでしょう。自分は紙しか見な

い、活字しか読まない、という人であっても、活字での組版を業務として行っ

ているところはもはやごく限られており、ほとんどの活字は、デジタル組版

によってコンピュータが作成した字形が印字されたものであることはご存じ

でしょう。

　印刷されて紙媒体として読まれるものがテクストであり、われわれは、時

として暗黙でもあるさまざまなルールを通じて読み取ってきました。新聞に

は見出しがあり段組との関係でひとつの記事が構成されていること、脚注番

号を見て同ページの下部に対応する脚注がなければ章末を見て、章末にもな

ければ文書末尾の対応する番号を見て脚注を確認すべきこと、下線や横線が

引いてあればそれに何らかの意味があると考えるべきこと、ルールはさまざ

まであり、時として新たに開発され、特に説明もないままに理解されてしま
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うものもあればわかりにくいと消えていくものもあったかもしれません。紙

媒体という、ひとつの面しか持ち得ない媒体にいかにして情報を載せて伝え

ようとするかという営みは、一千年を超える試行錯誤の連続であったといえ

るでしょう。

　一方、デジタルテクストは、画面上での話ではありますが、複数の面を同

時に扱うことができます。そこで多くの人が考えるのは、今まで暗黙的に共

有してきたルールをきちんと書き込みつつ、通常の文章はそのまま読めるよ

うにしたい、ということです。われわれは下線を引くとき、その下線に何ら

かの意味を込めようとします。多くの場合は強調したいのですが、ではどの

ように強調したいのでしょうか。「これ以降はこの単語に注目してもらいた

い」のか「このフレーズがこれまでのすべてを一言でまとめている」のか、

あるいは単に「これは重要人物の略称」なのか、下線に込められる意味はさ

まざまであり、それを正確に伝えることは下線のみでは不可能です。デジタ

ルテクストでは、それを別な面に記述することが可能となります。例えば以

下のものを見てみましょう。

例：それを＜キーフレーズ＞別な面に記述する＜／キーフレーズ＞こと

が可能となる。

この例では、本文の中にタグと呼ばれる＜　＞に囲まれた「キーフレーズ」

という文字列を 2カ所組み込んでいます。そして、このキーフレーズが終了

する箇所では「＜／キーフレーズ＞」という風に、「キーフレーズ」文字列

の前に「／（スラッシュ）」が入っています。これによって、このふたつのタ

グに囲まれた文字列「別な面に記述する」をキーフレーズであると示そうと

しています。この＜　＞内のテクスト「キーフレーズ」を通常は非表示にし

て、必要なときには表示できるようにすることによって、ひとつの文章につ

いての複数の文脈での記述と提示が可能になります。さらに、「キーフレーズ」

というタグを検索することで、キーフレーズとして示されている文字列を抽

出することもできます。ひとつの文書の中にキーフレーズが複数登場してい
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てそれぞれに同様のタグを付していれば、それらをまとめてタグ検索で抽出

することができて、タグを付与する効果はより高まるでしょう。

　さて、ここでもうひとつ考えてみたいのは、ほかの人と文書を共有しよう

とする場合です。ほかの人が同じように「キーフレーズ」タグを付けた文書

を共有してくれたなら、その文書もまとめてキーフレーズを探せることにな

り、便利であることは間違いありません。つまり、タグを付けるだけでなく、

それをほかの人と共通化することで、利便性をさらに高めることができるの

です。

　さて、これを 100人がそれぞれの文書で実行してみたと想像してみましょ

う。100の文書から、それぞれがキーフレーズだと思った文字列が取り出さ

れます。このことの面白さはいうまでもないでしょう。しかし一方で、100

人それぞれが考える「キーフレーズ」がまったく同じ意味合いで選び出され

ることは少々難しいかもしれません。ある人は、文書に多く登場するいくつ

かのフレーズを選ぶかもしれませんが、一方で、登場頻度は少ないものの、

文書を象徴するいくつかのフレーズを選ぶ人もいるかもしれません。ほかに

もいろいろな定義の可能性があるでしょう。そうすると、100人が作成した

すべての文書から「キーフレーズ」を取り出したときにそれをもう少し統一

的に扱えるようにしたいと思うなら、「キーフレーズ」がどういうものかと

いうことについて認識を共有できるようにしておく必要があります。つまり、

「キーフレーズ」の定義を記述し、それを共有しなければなりません。

2.  TEI 登場のコンテクスト

　このようにして文章の中に注釈のようなものを埋め込んだり多様な面を記

述したりすることは、1980年代後半にはすでにそれなりにできるようになっ

ており、2018年現在ではかなり自由かつ便利なかたちで利用可能となって

います。しかしながら、この種のことは、技術的にできるだけでは十分では

ありません。各自が異なるルールでこのような記述をしてしまうと、共通の
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ツールで利便性を高めたり、それぞれの成果を共有したりすることが極めて

難しくなってしまいます。研究としては、誰も試みたことがない新しい記述

手法に取り組むことには一定の意義がありますが、そのような記述手法はほ

かの誰も使ったことがないので、そのように記述されたテクストデータの活

用のためには新たに活用ツールも開発しなければならなくなってしまいます。

新しい記述手法を誰かが開発するたびにそれに合わせた活用ツールも開発す

るというのでは、いつまで経っても効率化を図ることができません。これは

かなり深刻な問題にもつながり得る話であり、それを回避するためには、そ

れほど目新しくなくても、むしろ皆が共通で使える記述手法を定めたほうが

よいということになります。欧米でデジタルテクストの活用に関わる研究者

たちはこれに気がついて対処を始め、それがひとつの大きな流れになったの

は 1987年のことでした。

　1987年の冬、ニューヨーク州ポキプシーに集まった彼らは、長い議論の

末に、ひとつの原則を共有するに至りました。これは、会議の地の名を冠し、

ポキプシー原則と名付けられました。以下に引用してみましょう。

1987年 11月 13日，ニューヨーク，ポキプシー

1.ガイドラインは，人文学研究におけるデータ交換のための標準的な形

式を提供することを目指す．

2.ガイドラインは，同じ形式でテクストのデジタル化をするための原理

を提案することも目指す．

3.ガイドラインは，以下のことをすべきである．

　形式に関して推奨される構文を定義する．

　テクストデジタル化のスキーマの記述に関するメタ言語を定義する．

　散文とメタ言語の双方において新しい形式と既存の代表的なスキーマ

を表現する．

4.ガイドラインは，様々なアプリケーションに適したコーディングの規

則を提案するべきである．



chapter8　歴史データのさまざまな応用− Text Encoding Init iat ive の現在−
 135

5.ガイドラインには，そのフォーマットにおいて新しいテクストを電子

化するための最小限の規則が入っているべきである．

6.ガイドラインは，以下の小委員会によって起草され，主要なスポンサー

組織の代表による運営委員会によってまとめられる．

　テクスト記述

　テクスト表現

　テクスト解釈と分析

　メタ言語定義と，既存・新規のスキーマの記述．

7.既存の標準規格との互換性は可能な限り維持されるだろう．

8.多くのテクスト・アーカイブズは，原則として，交換形式としてのそ

れらの機能に関して，そのガイドラインを支持することに賛成した．

私たちは，この交換を効率化するためのツールの開発を援助するよう，

支援組織に働きかける．

9.既存の機械可読なテクストを新しい形式に変換することとは，それら

の規則を新しい形式の構文に翻訳するということを意味しており，ま

だデジタル化されていない情報の追加に関して何か要求されるという

ことはない．

人文学者や情報工学者、図書館司書たちによって支えられた TEI（Text 

Encoding Initiative）と呼ばれるこの動向は、その後、TEIガイドラインを策定

するとともに、TEI協会（Consortium）を設置し、参加者による自律的で民主

的な運営体制の下、ガイドラインの改良を続けていくことになります。この

動きがやがて XMLの策定に影響を与え、さらにその後、TEIガイドライン

自体も XMLをベースとするものに移行することになります。

3.  TEI ガイドラインとは

　TEI協会は、一般的な意味での標準規格というものは目指さずに、あくま

でもガイドラインを提示するということを当初より決めていたようです。こ
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のことの興味深さは、人文学が業績刊行の手段として著書の出版にこだわる

ということに深く関わっているように思える点です。人文学においては、し

ばしば、議論を正確に展開するために、用語とその定義、そしてそれらの関

係を、一般的な用法とは必ずしも一致しないかたちで厳密に定義することが

あります。いうなれば、術語体系が、著書などのひとまとまりの研究業績ご

とに異なっているという状況があり得るのです。もちろん、研究資料となる

資料においても同様の状況があり得ます。厳密に定められた術語体系を強要

するのではなく、十分に議論した結果をガイドラインとして提示して実際の

用法は利用者・利用者コミュニティに委ねるという TEIの手法は、このよ

うな人文学のあり方に寄り添ったものとして捉えることができます。

　現在の TEIガイドラインは、P5のバージョン 3.xとなっており、非常に

多くの XMLタグ・属性などで構成されています。ガイドラインの目次を見

ることでその全体像をある程度把握することができるので、以下にそれを概

観してみましょう［01］。

1 The TEI Infrastructure

2 The TEI Header

3 Elements Available in All TEI Documents

4 Default Text Structure

5 Characters, Glyphs, and Writing Modes

6 Verse

7 Performance Texts

8 Transcriptions of Speech

9 Dictionaries

10 Manuscript Description

11 Representation of Primary Sources

12 Critical Apparatus

13 Names, Dates, People, and Places
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14 Tables, Formulæ, Graphics and Notated Music

15 Language Corpora

16 Linking, Segmentation, and Alignment

17 Simple Analytic Mechanisms

18 Feature Structures

19 Graphs, Networks, and Trees

20 Non-hierarchical Structures

21 Certainty, Precision, and Responsibility

22 Documentation Elements

23 Using the TEI

第一章では TEIガイドラインが提示する仕組みの全体像を示しており、第

二章はヘッダーについての解説です。ヘッダーは、TEIが登場した際の極め

て重要な要素でした。テクストファイルにはしばしば、「このデータがどう

いうものであるか」ということについての説明が欠けていることがあり、そ

れをテクストファイルの中に詳細に記述しておくために TEIガイドライン

ではヘッダーの記載を必須化したのです。第三章は、すべての TEI準拠文

書で使えるエレメントの説明です。この章は大変長く、通常の文書で利用す

るようなエレメント・属性、そしてその使い方の例が豊富に提示されていま

す。そして第四章は、基本的なテクストの構造のいくつかのパターンを提示

しています。

　第五章は、書字体系や外字などが扱われており、日本語資料を扱う上で生

じてくる外字もこのルールに従うことである程度うまく情報が共有できる

ようになっています。欧米の資料だとアルファベットだけで済むから楽だ

という話が聞かれることがありますが、中世の資料では字種が多様に存在

し、Unicodeでは表現できない外字もまだ残されていることから、Medieval 

Unicode Font Initiativeが Unicodeへの外字登録を目指した活動を続けている

模様です［02］。Unicodeへの文字の登録に関しては、近年、コンピュータの
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処理性能の大幅な向上にともない、古典籍・古文書などに登場する学術用途

でしか使われないような文字・文字体系も積極的に登録されるようになっ

ています。手続きとしては、まず国際標準規格である ISO/IEC 10646への追

加が承認されてから Unicode規格もそれに追従することになっており、新し

い文字の追加は、ISO/IECの規格への登録というかたちをとることになりま

す。カリフォルニア大学バークレー校を拠点とする Script Encoding Initiative

という団体がこの動きを幅広くサポートしています。漢字の登録に関しては、

IRGという漢字検討の専門グループがいったん検討した上で ISOのワーキ

ンググループに提案するという手順を踏むことになっています。従って、漢

字を登録する場合には、まずは IRGに提案しなければならないのが現状で

す。ただし、IRGも近年は学術用途の漢字登録に寛容になっており、文字同

定や証拠資料に関する所定のルールを踏まえた上で要登録文字であると判断

されれば基本的には登録されるようになっています。時間はかかるものの、

Unicodeに登録することによるメリットは大きく、その必要がある文字はな

るべく登録しておきたいところです。

　第六章以降は、韻文詩、戯曲、演説の文字起こし、辞書、手稿の書誌情報、

一次資料の記述、校訂情報、と、資料の性質に合わせた詳細な記述の仕方が

提示されています。とりわけ、手稿の記述の仕方には非常に力が入っており、

欧米有力大学図書館の研究司書が中世写本の目録情報をデジタル化したりデ

ジタル画像に書誌情報を付けたりする際に広く用いられています。また、校

訂テクストの異文情報の記述の仕方も充実しています。

　第十三章は、固有表現に関する記述の仕方であり、これはどの種類の資料

にも適用可能なとても便利なルールです。その後、少し飛ばして、第十七章

では言語コーパスを作成するための単語やフレーズ、文章などのさまざまな

単位に対して付与すべきタグ・属性について解説されています。

　第二十章では、本来階層構造をとるべき XMLのデータを TEIの形式でう

まく表現するためのさまざまな工夫が紹介されています。
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　もうひとつ大変興味深い章は第二十一章です。この章は、人文学によるルー

ルであることを象徴する大変興味深いものです。文書内のさまざまな要素（固

有名詞とその解説など）が、どれくらいあてになるのか、そして、誰に責任が

あるのか、ということを明示するための XMLタグ・属性などの記述の仕方

が解説されています。

4.  アップデートされる TEI ガイドライン

　このように、TEIガイドラインの目次を見ることで TEIの大まかな概要が

見えてきます。全体的な統一感をある程度目指そうとするものの、やはり個

別の資料・個別の研究手法の束縛を離れることは難しく、TEIガイドライン

としては個別の事情についてそれぞれケアすることになっています。そし

て、人文学全体をフォローできているわけではないため、TEI協会にはメン

バーの要求に応じて分科会が設置され、そこで個別の分野・手法における

TEI拡張の可能性が検討され、場合によってはその成果が TEIガイドライン

全体に反映されることがあります。近年では、書簡の分科会を通じてそれに

関するタグ・属性などが登録されました。東アジア／日本語分科会も同様に

して日本語資料を対象とするさまざまな分野に必要なタグ・属性などの登録

を目指して作業を続けているところです。

　TEIガイドラインは人文学資料を構造的にデジタル化するための包括的な

ガイドラインとして策定されてきている一方、実際のところ、これまでは主

に西洋の文献を対象として策定されてきました。それでも、近代日本の資料

であれば多くの状況に対応可能であり、対応すべき課題は振り仮名や漢文の

返り点くらいのものでした。しかしながら、古典籍・古文書になると、くず

し字の連綿体やヲコト点など、ガイドラインに沿うだけでは構造化が難しい

資料が増えてきます。そういった事情と対応の必要性が TEI協会において

も共有されてきた結果、東アジア／日本語分科会が 2016年に TEI協会に設

置されることとなりました。この分科会では、TEIガイドラインの翻訳・日
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本語による日本語のためのテクスト構造化ガイドライン策定・日本語資料を

適正に構造化するための TEIガイドラインの改訂案提出を目指して活動し

ており、遠隔ビデオ会議システムを活用して世界各地の有志により作業が進

められているところです。

5.  TEI ガイドラインの活用事例

　TEIガイドラインの具体的な活用事例は、欧米の資料に関しては膨大

に存在しており、例えばイギリス英語の 1億語からなるコーパス、British 

National Corpusに採用されていたり、シェイクスピアの戯曲に関してはさま

ざまな版本に合わせた TEI準拠テクストデータが各地で公開されていたり

します。XMLで記述されているため、それを利用した活用の幅は非常に広

く、例えば、https://www.folgerdigitaltexts.org/Ham/charChart この URLで表示

されているのは「どの人物がどの幕にどういう状態で登場しているのか」を

On stage, Speaking, On stage （dead), Speaking (dead) で確認できるようにした表

です。これは TEIガイドラインに沿って記述した人物情報と幕の情報を組

み合わせて視覚化したものです。この場合には多少のプログラミングが必要

になりますが、基本的にそれほど難しいものでなく、ごく基礎的なレベルの

プログラミングができれば十分に対応可能です。また、TEIガイドライン向

けに作成された表示用プログラムもさまざまに開発されており、例えば校訂

テクスト（正確にいえば学術編集版）として TEIガイドラインに準拠して作成

した XMLファイルを Versioning Machine［03］ というフリーソフトウエアに読

み込ませると、各版を比較できるようにしたものを作成してくれます。例え

ば『魔術師マーリンの予言』の複数の写本を比較しつつ注釈を付けた学術編

集版を TEIガイドラインに沿って作成し、それを Versioning Machine に読み

込ませるとこのように表示してくれます［04］。同じことを、源氏物語の大規

模な校訂テクスト『源氏物語大成』で試してみたものの一部を見てみましょう。

　源氏物語の諸写本を TEIガイドラインに沿って記述するのは困難ですが、
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それらを集めて校訂した『源氏物語大成』の場合、活字を用いており、西洋

で発展した近代的な手法を援用してテクストを作成しているため、このよう

にして TEIガイドラインを適用することはさほど難しくありません。日本

研究が手法において西洋の影響を強く受けていることの証左と見ることもで

きるでしょう。なお、縦書きになっていないのは表示の問題であり、若干の

プログラミングの手間を増やせば対応可能です。

5.1.  固有表現のマークアップ

　さて、本章冒頭の例のようなキーワードのタグ付けをする場合についても

少し例を見てみましょう。TEIガイドラインでは第十三章で解説されている

ものですが、これを『走れメロス』で適用してみたものが以下の例です。

<said who="#メロス ">

「市を <persName corresp="#ディオニス ">暴君 </persName>の手から救う

のだ。」

</said>

固有名詞については人物 IDを、発話についてはその話者の人物 IDを付与

しています。これはかなり単純な事例ですが、この人物 IDを使うことで話

者の特徴や呼称などについて、さまざまな傾向を視覚化することができます。

図 1にごく単純な視覚化の例を示しました。同様のタグ付けをいろいろな作

品で行うことができれば、作品間の比較研究の手掛かりとしても有用かもし

れません。

5.2.  パラレルコーパスのマークアップ

　原文と訳文を対応付けるパラレルコーパスを作成したいという場合には

TEIガイドライン第十七章で詳細に説明されているタグが有効です。文章ご

とに <s>というタグを付けつつ、それぞれの <s>に文章 IDを付けておけば、

その ID同士をリンクさせた対応付け情報を作成することでパラレルコーパ

スを生成できる元データを用いることができます。パラレルコーパスは、自

動翻訳のための教師用データに用いたり、原文か訳文のどちらかを見ながら
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もう片方を一緒に閲覧したりするために用いられることが多いです。例えば

図 2の例では、大蔵経データベース上の現代日本語訳文と対応する古典中国

語訳文とを並べて閲覧できるようになっています。

図 1　走れメロスの視覚化の例［05］

図 2　パラレルコーパスの図［06］
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5.3.  校訂テクスト：学術編集版のマークアップ

　ところで、TEIのコミュニティの主力を構成するグループの中には、デジ

タル学術編集版を作成する人たちがいます。英語では Digital Scholarly Edition

などと呼ばれているものですが、いわゆる校訂テクストや校本と呼ばれる種

類のテクストに近いものです。例えばキリスト教の新約聖書であれば、イエ

ス・キリストの教えが弟子によって記録されていますが、われわれが現在読

んでいるものは弟子が書いた文章そのものではありません。書写を繰り返し

て伝えられ、印刷技術の発展とともに印刷物として頒布され、最終的にそう

して伝え残されたもの、あるいは残されたものをさらに翻訳したものをイエ

ス・キリストの教えとして読み、理解しています。そのようにして残ってい

く過程では、弟子による記述が必ずしも完全に伝えられることはなく、追加

や省略、修正、誤記などによって徐々にテクストは変化していきます。新約

聖書というものを考えるのであれば、そうして加えられたさまざまな変化を

取り除いたもとのものへとさかのぼっていこうとする通時的な方向性と、変

化してきたそれぞれの時代や地域におけるテクストを再現し把握することで

テクストの影響を個々の状況ごとに捉えていこうとする共時的な方向性とが

あるでしょう。研究資料を紙で印刷して共有していた時代では、これらの情

報を同時的に得られるようにすることは大変困難でした。しかし、デジタル

媒体では、ひとつの情報群から必要な情報だけを適宜取り出して見ることが

できるため、（1）「それぞれの時代や地域に発見された写本の画像」（2）「そ

の写本から文字起こししたテクストデータ」（3）「同じような（しかし時々異

なっている）テクスト同士の対応付け情報」（4）「それらから判断されたより

オリジナルに近いテクスト」といったものを情報として提供し、読者・利用

者が見たい部分だけをその都度瞬時に取り出して閲覧することが可能となり

ました。これをデジタルで共有しやすいかたちで記述するルールを TEIガ

イドラインは提供しています。例えば、同様に写本で伝承されてきている源

氏物語について見てみましょう（図 3）。
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　このように、『源氏物語大成』では、どの行にどの写本ではどういう異文

が存在するか、ということを脚注などで示しています。写本の系統を 3つに

分けているため、利用者としては、すべてを一度にまとめられるのに比べる

と若干使いやすいことでしょう。これを TEIガイドラインのルールに従っ

て記述してみたものの一部が図 4です。

　この資料の場合、作成にあたって利用した写本が多いために記述がややご

ちゃごちゃしてしまっていますが、この種のごちゃごちゃした状態は、プロ

グラミングによって解消できる面も大きいため、いきなり手作業ですべて入

力しようとするのでなく、自動化できるところとできないところを見極めて、

自動化できる部分はプログラミングを覚えて自分で対応してみるか、得意な

図 3　源氏物語の脚注の画像

図 4　源氏物語の critical apparatus（校異情報）記述の一例
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人に助けてもらうといったことを試みることをおすすめします。このように

して作成したデータは、先述の Versioning Machineを適用すると図 5のよう

に表示することができます。上記のような各資料についての校
こう

異
い

情報から各

資料のテクストを再構成した上で、カーソルを合わせるとそれぞれの資料の

対応箇所に黄色いマーカーを付けてくれるようになっています。

　日本語資料のことをまったく意識していないメリーランド大学のプロジェ

クトが作成したこのフリーソフトウエアでさえ、TEIガイドラインに準拠し

てデータ作成するだけでここまでのことができるのであり、また、フリーソ

フトウエアであるがゆえに自ら改良して縦書きなどに対応させることもでき

ます。このようにして、国際的なデジタル・ヒューマニティーズの大きな流

れに力を借りることができる上にそこにさらにフィードバックをしていくこ

ともできるという点もまた、TEIガイドラインのひとつの大きなメリットです。

5.4.  貨幣のマークアップ

　TEIガイドラインは、完全にそれに依拠したものしか許容しないわけでは

なく、むしろ、資料の特殊性に応じて拡張したり、さまざまな規格の一部と

して利用されたりすることも想定されています。例えば、以下のような貨
か

幣
へい

のデータベースにおいてメタデータを記述するのに用いられている XML

ベースの記述ルール（スキーマ） Numismatic Description Schema （NUDS）［07］は、

貨幣の記述を目的としつつ、TEIをはじめとするいくつかのスキーマを組み

合わせて構成されており、詳細情報やテクストを記述する際には TEIなど

図 5　Versioning Machine による表示の例
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のほかの記述ルールを導入することも許容されています。

http://numismatics.org/collection/1944.100.26728

（CC BY-NCライセンスのため全体画像の引用はしない）

このサイトでは、メタデータの出力形式として NUDS/XML以外に、RDF/

XML、TTL、JSON-LD、Linked.art JSON-LD、KML、GeoJSON、IIIF Manifest

という計 8種類のデータ形式を用意しており、連携のしやすさにも配慮して

いる点にも注目しておきたいところです。なお、これらのデータ形式につい

てはほかの章で扱っているものもあるので参照してください。

5.5.  書誌情報のマークアップ

　書誌情報は、ISBNを持っているような現代的な図書資料であれば、わざ

わざ TEIなどを考える必要はないかもしれません。しかし、古典籍のよう

な希少性の高い資料の場合には、大きさ・紙料・保存状態・来歴情報など、

固有のさまざまな情報を付与しておくことが有用になります。国文学研究資

料館では古典籍を調査する際に調査カードとして 31項目の情報を記述でき

るようにしており、そのデータベースも公開されています。こういった情

報も、なるべくコンピュータが取り出しやすいかたちに構造化されていれば

可用性が高まり、利用者・読者にとっても便利です。また、一定の量が集ま

れば視覚化してコレクションの傾向を調べたり古典籍の流通の状況を確認し

たりすることもできるようになるでしょう。TEIガイドラインでは古典籍の

書誌情報を記述するためのさまざまなルールを提供しています。これに準拠

して書誌情報を作成しているプロジェクトや機関は世界各地にあるようです。

そのような中で、例えばケンブリッジ大学図書館は日本の古典籍の書誌情報

をも TEIで公開しているので参照してください［08］。 

　一方、現代的な図書資料であっても、例えば青空文庫のように既存の紙の

本をデジタルテクスト化した場合には、もとの紙の本の書誌情報以外に、入

力・校正など、これに関わった人についての情報を記載しておきたい場合も

あるでしょう。例えば、オックスフォード大学ボドリアン図書館で公開して
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いるシェイクスピア作品の TEI準拠テクストでは、紙の本に関わった人の

名前だけでなくデジタル化に携わった人たちの名前もその作業内容とともに

ヘッダーの部分に列挙されています［09］。

　誰が何にどう関わったか、ということは、文化を楽しみ継承していく上で

重要な要素であり、TEIがこの側面に丁寧に対応していることは、TEIの性

格を端的に表しているといえるでしょう。

5.6.  画像アノテーション：IIIF との関係

　TEIはテクストデータの記述ルールから始まったものでしたが、デジタル

画像の普及にともない、画像とテクストをリンクしたり、画像に対するアノ

テーションを記述するといったルールも導入されました。これを活用するた

めのツールもいくつか開発され［10］、主に研究プロジェクトにおいて活用さ

れてきたようです。一方、画像へのアノテーションは Open Annotation とい

うWeb上のオブジェクトに自由に注釈を付けようとする流れに淵源を持つ

IIIF （International Image Interoperability Framework）が 2011年から欧米の有力な文化

機関の ITエンジニアを中心に開始され、主に文化機関がデジタルコレクショ

ンを公開する際に採用するようになりました。結果として、公開者側は IIIF

対応で画像・メタデータを公開し、それを利用する側はただ閲覧するだけで

なく、その任意の部分を自由に取り込んだり加工してその成果を動的に共有

できるようにするといったさまざまな利活用手法の開発が世界中で取り組ま

れるという新しい流れが形成されています。

　一方、すでに欧米の人文系研究者や文化機関は TEIに準拠した書誌情報

やテクストデータを大量に蓄積してきています。そこで、IIIFで公開される

画像に TEIでの蓄積をどのようにリンクさせるかという課題への取り組み

が行われました。もともと TEIが持っていた画像とテクストをリンクさせ

る仕組みをほぼそのまま IIIFに変換することが可能であったため、変換の

ためのプログラムはすでにいくつか実装されており、その手法も共有されつ

つあります。現時点では IIIF はどちらかといえば公開されたデータを共有・
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活用する仕組みという志向が強く、専門に特化したデータを作成するにはあ

まり向いていないため、注釈や異文情報などを埋め込んだテクストデータな

どの人文学向けの基礎的なデータを作成する場合には、TEIに準拠したデー

タを保存用として作成し、それを IIIFに変換するというのがデータの継承

性という点では安全な方法でしょう。

6.  マークアップの深さをどう考えるか

　TEIではあれもできてこれもできて……という話が続くと、とりあえずテ

クストデータを安定して提供・共有したい場合はどういう風にすればいいの

か、とか、そんなに深い構造化をするとコストがかかりすぎるから無理だ、

と思ってしまうこともあるでしょう。TEIでは、そういう状況に対応するべ

く、いくつかの解決策を用意しています。最もわかりやすいのは、TEILib（Best 

Practices for TEI in Libraries）［11］でしょう。これは図書館で TEI準拠のテクスト

データを作成するためのガイドラインであり、書誌情報に関してはMARC

を TEIのヘッダーに変換するための対応表を提供しており、本文データに

関してはマークアップの深さに関して複数のレベルを提示しています。一番

浅いレベルでは OCRをかけたテクストデータをほぼそのまま利用し、もと

になった画像とリンクした上で、書誌情報を記載するのみとし、レベル 2で

はレベル 1に加えて見出しなどをマークアップすることでファイルの使いや

すさを高めます。レベル 3では、文書の基本的な構造をツリー構造になるよ

うにマークアップしますが、パラグラフや韻文詩の行などごく基本的なマー

クアップにとどめます。レベル 4では基本的な内容分析に使えるような固有

表現や削除訂正などのテクストに含まれるさまざまな要素をタグ付けします

が、利用するタグは限定されます。最後のレベル 5では、レベル 4でも対応

できない学術編集版などの深いマークアップを行うとしています。手順の自

動化可能な範囲など、さまざまな情報を提示しており、現時点では英語版し

かありませんが、一読の価値はあります。
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7.  テクストデータやツール・ノウハウを共有するには

　TEI協会では、公式Webサイト［12］で関連プロジェクトやツールの紹介を

行っており、ツールに関してはそちらを見ていただくことである程度情報が

得られます。ただし、完全に網羅できているわけではないので、ほかにも

Googleなどで探すといろいろなものを発見することができます。また、特

にガイドラインに関しては GitHub上でも公開しており、改訂のための修正

案などはそちらから GitHubの仕組みを利用して提示できるようになってい

ます。

　ノウハウの共有に関しては、主にメーリングリストで質問が投げかけられ

るというかたちで展開した議論がアーカイビングされており、それを検索す

ることで有用な情報をさまざまに得ることができます。

　テクストデータの共有については、TEI協会も支援する TAPASというプ

ロジェクトが米国で進められており、TAPASでは、TEIテクストデータリポ

ジトリとして世界各地の TEIテクストデータのうち、ライセンス的に問題

のないものが閲覧できるようになっています。

8.  どうやってマークアップするか

　ほかの人にも使いやすく活用しやすいテクストデータの作成ということで

ここまでいくつかの事例を見てきましたが、いずれも XMLのタグを付ける

ことが基本的な前提となっています。では、それをどのようにして行ってい

くか、ということについて以下に見てみましょう。

8.1.  タグ付けルール／構造の設計

　TEIでタグ付け、といわれると、何かルールが決まっていてそれに従えば

いいように思ってしまいがちですが、ここまで見てきたように、分野・手法

によってタグ付けの要求内容は大きく異なり、TEIに沿ってテクストデータ

を作ろうとする場合には、現在作ろうとしているテクストデータの目的に

沿ったタグをあらかじめ選択して絞り込んでおくという作業が必要になりま
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す。例えば、クラウドソーシング翻刻で有名な Transcribe Benthamというプ

ロジェクトでは、MeidaWikiを改造し、TEIのタグのうちでこの翻刻に必要

なものだけをボランティア作業者が入力するとそれに従った表示が行われる

ようにしています（図 6）。

　ひとつのプロジェクトにおいて利用するタグを決めるプロセスにおいては、

TEIガイドラインだけではどうしても対応できないというケースへの対応も

検討することになります。TEIガイドラインを拡張するのか、ほかの XML

スキーマを部分的に取り込むのか、対処方法はさまざまですが、そのような

検討においては、対象資料の利用方法、あるいは少なくとも目指す利用方法

をよく知っている人が主体的に関与する必要があります。問題は、文書の構

造をどのように設定するかということであり、これには内容面・利用面の知

識が不可欠なのです。

　この種の検討においては、タグの入れ子構造などについての理解も必要に

なりますが、それを強力にサポートしてくれるソフトウエアもあります。商

用ソフトウエアですが、汎用 XMLエディタである Oxygen XML Editorを利

用するのが今のところ現実的な選択肢です。Oxygen XML Editorはデフォル

トで TEI文書にも対応しており、単に XMLのタグを入力しやすくしたり、

作成中の文書のツリー構造を提示してくれるだけでなく、自動的に「TEIの

ルールに従うとその箇所で利用可能なタグ」を提案してくれる機能もあり、

図 6　Transcribe Bentham の翻刻画面
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XMLに関する技術的な知識が必要な場面や面倒な作業の多くを自動的に処

理してくれます。従って、どういうタグを用いてどういう構造のテクストデー

タを作成するかを検討する際には有用性が高いです。

8.2.  どうやってマークアップするか：実際の作業

　タグの付け方を決めることができたとして、次に実際のタグ付け作業につ

いても検討してみましょう。青空文庫でも独自のタグ付けルール［13］を利用

しており、TEILibでは構造上はレベル 2に相当する比較的簡便でわかりや

すいものですが、これでもやはり若干のハードルを感じる向きもあるようで

す。いずれにしても、タグを付けるという作業に抵抗を感じる人は少なくあ

りません。にもかかわらず TEI/XMLのテクストデータが欧米で多く蓄積さ

れてきた理由は、やはり Oxygen XML Editorの存在が大きいでしょう。この

エディタを TEI準拠モードで用いると（＝ TEIのスキーマを読み込ませて入力編

集作業をすると）、タグの入力をするためにタグの記号を入力する必要性が少

なく、入力者は、テクストを入力しながら、あるいは、入力されたテクスト

の構造を考えながら、タグが必要と思われる場所でエディタから提案された

タグを選びつつ作業を進めていくことができます。商用ソフトウエアである

のがなんとも残念ではありますが、インターフェイスも日本語化されており、

XMLだけでなくMS Officeや HTMLファイル、JSONファイル、あるいは各

種プログラミング言語のファイルなど、さまざまな形式を扱えるようになっ

ているため、一度購入すれば TEIや XML以外でもいろいろ役立てることは

できるでしょう（図 7）。

　また、タグ付けを簡便にするさまざまな仕組みが用意されてきたこともあ

るでしょう。利用するタグを限定すれば、簡単なタグ付けシステムを用意す

るだけで対応できるようになります。例えば、上述の Transcribe Benthamプ

ロジェクトでは、当初はMediaWikiを改良し、ボタンをクリックするだけで

必要なタグを付与できるシステムを提供していました。また、やや汎用的な

フリーソフトウエアとして、CWRC writer［14］がカナダのプロジェクトによっ
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図 7　Oxygen の利用例の画面。「<」を入力するとその箇所で入力可能なタグが解説付でリストされる

て開発されており、メリーランド大学では coreBuilder［15］という TEI準拠の

外部マークアップをメニュー選択で行えるソフトウエアが開発されています。

さらに別の TEI向け汎用フリーソフトウエア開発プロジェクトも進行中です。

8.3.  自動化作業をフォローするための TEI

　欧米の人文学での TEI準拠テクストの活用と共有の仕方を見ていると、

TEI準拠ではないかたちで作成されたデータを TEI準拠に自動的／半自動

的に変換するという作業が行われることも少なくありません。TEIは、中間

フォーマットとしての役割も持っており、ほかの形式から TEIに一度変換

することによる多対多の膨大な変換パターンを心配することなくデータを共

有できることを目指しているからです。書誌情報にせよ、本文データにせよ、

何らかの構造を持っていれば、それを TEIに変換することは比較的容易です。

最近は、MS-Wordでさえ内部形式は XMLになっているため、TEIへの変換

やその逆もそれほど難しいことではなくなってきています。そこで、いろい

ろなデータフォーマットから TEIに変換してそれを共有するという仕方も

有力な選択肢となっているのです。

　とはいえ、もとのデータの持っている精度を超えることは極めて難しいで

す。例えば、青空文庫形式のテクストデータを TEILibのレベル 2に変換す

ることはできますが、レベル 3となるテクスト全体をツリー構造にするため

の変換は人の目と判断が必要になります。あるいは、どこに固有名詞が登場
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するかということも自動的に検出することはある程度までは可能ですが、間

違いや見落としが出てしまうことも多く、比較的正確に検出された信頼でき

るデータを作ろうとすると人の目が必要になり時間もそれなりにかかって

しまいます。このような、いわば、半自動的な作業プロセスにおいても TEI

は有用です。自動的にマークアップしたあと、手作業でデータを修正・整備

していくにあたり、一度 TEI準拠のデータにしておけば、データを共有し

ながら作業を進めていくことが比較的容易になるでしょう。例えば、MeCab

で分析・注記した地名情報を含むテクストデータをあとから手で修正しよう

とするなら、TEIにおいて地名を示すタグである <placeName>を付けた状態

にしておけば、あとはそれを修正したり、新たに <placeName>タグを付けて

いったりするというワークフローが可能になります。固有名詞かどうか、文

法的にはどうか、といったことに始まり、テクスト中のさまざまな側面につ

いての注記を共有しながら進めていくことは、利用者だけでなくデータ作成

者にとっても貴重な得がたい経験となることもあります。

9.  おわりに

　TEIは、その 30年の歴史の中で、技術の進歩と人文学分野における方法

論的内省の深化により、常に発展を続けてきています。デジタル・ヒュー

マニティーズ（≒人文情報学）における「方法論の共有地（Methodological 

Commons）」という考え方を体現する活動として、欧米ではデジタル・ヒュー

マニティーズの中心的な役割を果たしているもののひとつです。かつては日

本語データを他言語と共通に扱うことが難しく日本での導入に意味を見出だ

すことが難しかった時代もあり、導入がうまくいかなかったこともあったよ

うですが、現在は、海外で作られたさまざまなデジタルツールを日本語資料

に適用することが技術的には問題がなくなってきており、あとは内容・意味

の面での課題を解決すればよいという状況になっています。海外のツールや

それが依拠する枠組みを日本語資料やその研究に使えるようになるのであれ
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ば、海外で進められているデジタル資料への取り組みに関する多様な観点を

検討し必要に応じて適用することも可能になります。それは、単に利便性を

高めることに資するだけではありません。明治の開国において西洋の人文学

研究のエッセンスを取り込んで日本の人文学が成立し文化への視点が多様化

したように、欧米の長い人文学の伝統から生まれ育まれてきた TEIに向き

合うことで、デジタル時代のテクストのあり方への観点をより多様なものと

し、日本の人文学を豊かにしていくことになるでしょう。

付記：日本語資料に TEIを適用する取り組みの現状に関しては、上述の TEI協会東ア

ジア／日本語分科会の活動が参考になるでしょう。https://github.com/TEI-EAJ

─注（Web ページはいずれも 2019-1-18 参照）
［01］　P5: TEIガイドライン, http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/ja/html/index.html.

［02］　Medieval Unicode Font Initiative, https://folk.uib.no/hnooh/mufi/.

［03］　Versioning Machine, http://v-machine.org/.

［04］　Prophecy of Merlin, http://v-machine.org/samples/prophecy_of_merlin.html.

［05］　ここに TEI/XMLを読み込ませる,  https://tei-eaj.github.io/aozora_tei/tools/visualization/display_dazai.html.

［06］　SAT大蔵経 DB, http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/master30.php.

［07］　Numismatic Description Schema (NUDS), http://nomisma.org/nuds.

［08］　ケンブリッジ大学図書館の書誌情報の XML, https://services.cudl.lib.cam.ac.uk/v1/metadata/tei/PR-

FJ-00734.

［09］　シェイクスピア作品の TEI準拠テクストの XML, http://firstfolio.bodleian.ox.ac.uk/download/xml/

F-ham.xml.

［10］　例えば, https://mith.umd.edu/tile/. http://tapor.uvic.ca/~mholmes/image_markup/.

［11］　Best Practices for TEI in Libraries, http://www.tei-c.org/SIG/Libraries/teiinlibraries/.

［12］　TEI: Text Encoding Initiative, http://www.tei-c.org/.

［13］　青空文庫注記形式, https://www.aozora.gr.jp/aozora-manual/index-input.html#markup.

［14］　CWRC-Writer XML editor, https://github.com/cwrc/CWRC-WriterBase.

［15］　coreBuilder, https://github.com/raffazizzi/coreBuilder.

─参考文献
 » James Cummings, A world of difference: Myths and misconceptions about the TEI, Digital Scholarship in the 

Humanities, fqy071, 14 December 2018, https://doi.org/10.1093/llc/fqy071.

 » Nancy Ide, C. Michael Sperberg-McQueen, Lou Burnard, TEI：それはどこからきたのか。そして、な
ぜ、今もなおここにあるのか？, デジタル・ヒューマニティーズ, 2018 年 1 巻, pp. 3-28, https://

doi.org/10.24576/jadh.1.0_3.
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c h a p t e r

9
デジタルアーカイブの現在と

データ持続性

後藤 真（国立歴史民俗博物館）

1.  はじめに

　本章では、歴史情報学と関係の深い「デジタルアーカイブ」の現在につい

て説明をし、歴史資料のデジタル化のありようを考えます。極めて関連の深

いデータ持続性についてもここで触れます。歴史情報学・人文情報学と「デ

ジタルアーカイブ」は、極めて近い関係ですが、少し違いがあります。人文

情報学は、その機械的な研究活用とそこから何らかの人文学的成果を求める

のに対し、「デジタルアーカイブ」は、より広い文化的な活用の文脈などま

で含めることが多くなります。また「アーカイブ」の名前の通り、長期的な

保存を意識することもあります。

2.  「アーカイブズ」と「デジタルアーカイブ」

　まず、言葉の意味から考えてみましょう。「アーカイブ（ズ）」とはどのよ

うな意味を持つ言葉でしょうか。「アーカイブズ」とは、（若干迂遠な説明な

りますが）以下のように定義されると考えられます。「（平面的媒体に）文字で、

かつ、リニアな言語で書かれた歴史的資料・資料群もしくはその資料群を長
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期的に保存する機能（組織）」。日本において、かつて「アーカイブズ」に関

する研究は、主として「古
こ

文
もん

書
じょ

学
がく

」もしくは「史
し

料
りょう

学
がく

」という分野で扱わ

れることが多くありました。古文書学は、戦前に厳密に史料を読み解くこと

をはじめた時期からすでに起こっている学問であり、その意味において、非

常に歴史のある学問です。また、歴史学を本格的に勉強しようとすると、必

ず読むことになる佐藤進一氏の『古文書学入門』（法政大学出版局、1971年初版、

2003年新装版）なども意識されるのではないでしょうか。「古文書学」はその

名の通り、主たる研究対象はいわゆる「古文書」であり、現用文書はもちろ

んのこと、現用文書が非現用化してすぐのような時代の浅い文書が対象とさ

れることは多くありませんでした。

　しかし、1990年代に入り、特に欧米の研究文脈の中で存在した「アーカ

イブズ」という学問のあり方が日本で紹介されるに至り、その学問の重要性

とともに、概念もよく知られるようになってきました。その学問自体は、大

きくは記録資料学などといった言葉への読み替えも試みられましたが、その

広範な概念を覆いきれないということで、「アーカイブズ学」と呼ばれ、現

在に至っています。現在は、アーカイブズ学会や全国資料保存機関連絡協

議会（全史料協）、記録管理学会などが中心となり、その研究を進めています。

このアーカイブズ学は、多くは公文書の保存と活用を中心として取り扱う学

問でした。

　このように考えると、基本的には、少なくともデジタルではないものが持

つ「アーカイブ」は比較的狭い厳密な概念であることがわかるでしょう。対

象とするものは文字の書かれたものであり、考え方としては、長く未来にい

かにその情報を伝えるかを主眼にしています。しかし、「アーカイブ」に「デ

ジタル」が付くと、その様相は少し異なります。それは歴史的な経緯が大き

く関係しています。そこを見てみましょう。
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3.  「デジタルアーカイブ」とは

　「デジタルアーカイブ」なる語を最初に文化資源について用いたのは、当時、

東京大学に在籍していた月
つき

尾
お

嘉
よし

男
お

氏です。1990年代半ば、月尾氏を中心と

した「デジタルアーカイブ構想」が出されました。その中では、以下のよう

に述べられています。「有形・無形の文化資産をデジタル情報のかたちで記

録し、その情報をデータベース化して保管し、随時閲覧・鑑賞、情報ネット

ワークを利用して情報発信」することが目的だったそうです。この目的自体、

インターネットが爆発的に普及する以前に提唱されていたのは、まさに画期

的といえるでしょう。一方で、この表現からは「デジタルアーカイブ」が持っ

ていた主たる目的が「閲覧・鑑賞・発信」であったことが読み取れます。つ

まり「アーカイブズ」と「デジタルアーカイブ」はそもそも大きくズレがあっ

たのです。

　その後、2003年に出された e-Japan構想の中でも「デジタルアーカイブ」

への言及がなされ、以下のように述べられています。

2005 年度までに、放送・出版、映画等のコンテンツや、美術館・博物

館、図書館等の所蔵品、Web 情報、地域文化、アジア諸国との関係に関

わる重要な公文書等について、デジタル化・アーカイブ化を推進し、イ

ンターネットを通じて国内外に情報提供が行われるよう必要な措置を講

ずる（e-Japan構想 2003より）

ここでも、主たる対象は、映画や博物館コンテンツであり、公文書について

は一部を対象としているのみであることがわかります。なお、この「アジア

諸国との関係に関わる重要な公文書」の表現が対象としているのは、2001

年に開設されたアジア歴史資料センターの公文書類であろうと考えられます。

また、この表現からも、「デジタルアーカイブ」は、情報提供を中心に行わ

れるものであり、いわゆる「アーカイブズ」やその理念である保存を主たる

対象としていないということがわかります。つまり、「デジタルアーカイブ」

は記録資料よりは文化財や文化コンテンツを発信することを意識した用語と
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して用いられてきたという背景があるのです。

　また、第 1章で触れた情報処理学会・人文科学とコンピュータ研究会が年

に一度行うシンポジウム（じんもんこん）でも、中心テーマに「デジタルアー

カイブ」を据えていました。2007年までは一貫してその中心テーマに「デ

ジタルアーカイブ」を冠し、2011年には再度「デジタル・アーカイブ再考」

をテーマとしています。このシンポジウムでのテーマ設定は、必ずしも内容

全体を規定するものではありませんが、当時の研究動向を大まかに読み取る

ことはできるでしょう。人文情報学研究が、その黎明期において人文学の研

究との学際研究を可能とするためには、基礎データの蓄積が重要であるとの

認識のもと、このテーマが据えられてきたと思われます。

　この 20世紀から 21世紀に変わる時期、特に 2000年代の前半はまさに「デ

ジタルアーカイブの第一次黄金期」ともいえる時代でした。総務省が自治体

に向けて大きく旗を振ったこともあり、各地で多数のデジタルアーカイブが

できあがったのです。

　その後、2000年代後半にはこの流れは急速にしぼみ、後述する「第二次

黄金期」までの約 10年間は比較的低調な時期が続きます。その間に、「アー

カイブ」といいながらもなくなってしまったものも多数あります。当時の様

子がどのようなものであり、現在までにどのような経緯をたどったか確認す

ることで「デジタルアーカイブ」のあり方を考えるヒントにできればと思い

ます。

　以下のようなものが、当時には存在しました。現在、どのような状況であ

るかも含め、簡単に紹介します（笠
かさ

羽
ば

晴
はる

夫
お

『デジタルアーカイブの構築と運用』〈水

曜社、2004年〉に掲載されているものなどを中心にピックアップ）。

▶石川新情報書府（当時のドメイン　http://shofu.pref.ishikawa.jp/）

　現在は、石川県産業創出支援機構がサイトを持っています。平成 27年

度に事業は終了し、当時のドメインからはアクセスできません。HTML・

Flash・Quicktimeによるデータがあったようですが、現在はこれらのデータ
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は見られなくなっています。

▶上田市デジタルアーカイブポータルサイト（http://museum.umic.jp/）

　現在も存続しています。「メディアランド上田」という組織の中にあり、

Googleによるサイト内検索と HTMLによる紹介などがあります。また、こ

こからリンクが張られている先には長野県のデジタルアーカイブをまとめた

「信州デジくら」が存在し、こちらも継続的にアーカイブを公開しています。

▶青森デジタルアーカイブ推進協議会（http://www.acci.or.jp/adaa/）

　推進協議会自体のページは存在がなくなっています。ただし、青森県商工

会議所のサーバの中にあるため、ドメインは存続しています。Webのスナッ

プショットを保存するサービスを展開する Internet Archiveによる限りは、サ

イトは 2007年 8月までは存続していたようです。なお、このページはあく

までも推進協議会の紹介サイトであり、内部に歴史資料のコンテンツはな

かったようです。

▶山梨県地域資料デジタル化研究会（http://www.digi-ken.org/）

　現在も NPO法人として精力的に活動中です。HTMLと Flickrを活用して

地域資料のレスキューの様子をデジタル化するなど、さまざまな動きが進め

られています。

▶デジタルアーカイブやまぐち（http://www.dayi.or.jp/）

　この事業自体は、特定非営利活動法人「歴史の町山口を 甦
よみがえ

らせる会」と

合併し、解散しています。ドメインは維持。Internet Archiveで確認する限り、

HTMLに加え、wmv形式での方言の記録に関する動画があったようですが、

現在はWeb上では存在が確認できません。

▶京都市デジタルアーカイブ研究センター（http://www.kyoto-archives.gr.jp/）

　2004年に解散しています。ドメインも維持できていない状態です。なお、

メインのコンテンツであった、二条城の障壁画については、特定非営利法人・

京都文化協会（http://archives.kyo-bunka.or.jp/）で現在も購入することができます

（長辺 12000ピクセルで 6万円）。しかし、これ以外のコンテンツについては現
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時点では不明です。

▶山形県デジタルコンテンツ利用促進協議会（http://www.archive.gr.jp/）

　継続的に活動が行われています。HTMLによる写真データと、ram形式の

ビデオファイルが現在でも閲覧可能になっています。

▶東北デジタルアーカイブ研究会（http://www.digital-museum.gr.jp/）

　名称を変えて、NPO法人地域文化アーカイブスとして現在に続いていま

す。支部の数を広げて、東京・山形・島根に支部を持っています。動画など

の情報を持つとともに、この研究会が運営を行っている「地域文化資産ポー

タル」（http://bunkashisan.ne.jp/）は、検索システムを持った動画閲覧のサービス

を提供している状況です。

▶愛知デジタルアーカイブ推進協議会（http://www.adaa.gr.jp/）

　2006年に解散し、ドメインは存続していません。デジタルコンテンツの

中身は確認できない状況です。

▶デジタルアーカイブ推進協議会（JDAA）（http://www.jdaa.gr.jp/）

　2005年に解散しています。ドメインも維持されず、自動車保険の見直し

サイトになっており、存在を直接的に確認する方法がなくなっています。

　なお、その後継団体とされている、デジタルコンテンツ協会もドメインが

変更されており、過去のドメインは広告サイトで運用されています（http://

www.dcaj.org/）。なお、変更後のドメインでは、現在も活動が確認できます（http://

www.dcaj.or.jp/）。ただし、当時、どのようなアーカイビングの活動を行ってい

たのか、残念ながらはっきりとした記録は残されていません。

▶デジタル・アーカイブ・アライアンス（DAJA）（http://www.daja.gr.jp/）

　ドメインなどは残されておらず、詳細は不明です。現時点ではその組織が

あったということだけは確認できます。

▶地域資料デジタル・アーカイブ化協議会（http://www.gijodai.ac.jp/circ/index.html）

　岐阜女子大の中で運用されている協議会でした。現在はサイトでの存在は

確認されません。なお、岐阜女子大学の中にはデジタルアーカイブ研究所も
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存在し、現在もデジタルアーカイブの教育を強力に推し進めているところの

ひとつです。後述する「現在のデジタルアーカイブ」でも大きな役割を果た

しているといえるでしょう。

　以上、12の「デジタルアーカイブ」について、現状を見てきました。現

在も精力的に活動しているところも、残っていないところもあり、さまざま

ではありますが、「アーカイブ」が現在まで続くことの課題が少し見えてく

るのではないでしょうか。このような「第一次黄金期」を踏まえ、現在の状

況を見てみたいと思います。

4.  「デジタルアーカイブ」の現在

　「デジタルアーカイブ」に関しては、『アーカイブ立国宣言』（ポット出版、

2014年）の出版がまさに大きなひとつの出発点であるといえます。これ以来、

2019年現在に至るまで、「デジタルアーカイブ」は各地で大きな動きとなり

つつあり、まさに「第二次黄金期」が来ているといえるのではないでしょうか。

　現在の「デジタルアーカイブ」を改めて推し進めるきっかけには東日本大

震災の存在があげられます。東日本大震災で失われた多くの資料や文化財を

未来に継承するために、デジタル技術をもっと用いるべきではないのか、と

いった問題意識から、「現在のデジタルアーカイブ」はスタートしています。

その点では、「第一次黄金期」のころとスタートの問題意識は異なるといえ

るかもしれません。

　この大きな潮流のうち、学術的な流れは、第 1章で触れた通り、現在「デ

ジタルアーカイブ学会」としてひとつのかたちになっています。これ以外に

も、日本の政府や国会を含めた大きな動きになっていますので、まずはその

状況を把握するようにしたいと思います。

　まず、2003年のものと同様、政府の大方針を見てみましょう。

③ 文化芸術立国の実現

「文化芸術推進基本計画」や「文化経済戦略」に基づき、2020 年までを
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文化政策推進重点期間と位置づけ、文化による国家ブランド戦略の構築

や稼ぐ文化への展開、文化芸術産業の育成などにより文化産業の経済規

模（文化 GDP）の拡大を図るとともに、文化財の高精細レプリカや VR

作成など文化分野における民間資金・先端技術の活用を推進する。（中

略）文化資源について、各分野のデジタルアーカイブ化を進めるととも

に、内外の利用者が活用しやすい統合ポータルの構築を推進する。また、

インターネット上の海賊版サイトに対して、あらゆる手段の対策を強化

する。また、我が国の誇るマンガ、アニメ及びゲーム等のメディア芸術

の情報拠点等の整備について指定法人による取組を促進する。（「経済財

政運営と改革の基本方針 2018」より）

e-Japan計画と比べてみて、皆さんはどのように考えるでしょうか。

　次に関連する動きについて、説明をします。

　ひとつは国会議員が中心となって進めている「デジタル文化遺産推進議員

連盟」です。自民党衆議院議員の古
ふる

屋
や

圭
けい

司
じ

氏を会長とした与野党を超えた議

員連盟で、この教科書を書いている現在では「デジタルアーカイブ推進基本

法」の提出などに向けた動きを進めています。企業に関しては、デジタルアー

カイブ推進コンソーシアム（DAPCON）という組織が存在します 。DAPCON

は、NTTデータ、大日本印刷などを中心とする企業による「デジタルアー

カイブ推進」のためのグループとなっています。また、これ以外にもデジタ

ルアーカイブ機関連絡協議会（DARA）という、デジタルデータを保有する

研究機関を中心とする組織も存在します。

　また、特にデジタルアーカイブを推進するために、内閣府知的財産戦略本

部の中に「デジタルアーカイブジャパン推進委員会」が作られており、この

下部には実務者委員会が作られています。この実務者委員会では、関係する

組織などを中心として、特に後述する「ジャパンサーチ」に関する実務的な

データの集積方法の検討や、合わせてデータの流通手法の工夫などに関する

議論が行われています。現在、この実務者委員会のもとで「中間まとめ」が
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出されており、また、これに合わせて「デジタルアーカイブ機関評価のため

のガイドライン」が公開されています。これらの動きの中で、最も大きなシ

ステムとして構築されているのは「ジャパンサーチ」でしょう。

　「ジャパンサーチ」は、国会図書館が現在開発している日本の文化資源情

報をまとめて検索し、公開しようというものです。ヨーロッパの文化資源統

合ポータルである Europeana（https://www.europeana.eu/portal/en）を当初はお手本

としていたため「日本版ヨロピアーナ構想」とも呼ばれました。「ジャパンサー

チ」の基本モデルは、日本全国の「アーカイブ機関」を分野・地域ごとの「つ

なぎ役」が仲介して「ジャパンサーチ」にデータを提供、一元的に公開する

ことを目指しています。「ジャパンサーチ」の対象は、歴史的なものにとど

まらず、漫画やアニメ・ゲーム・放送などもその範囲とし、広く日本の文化

資源全体を公開しています。まさに現在進行形のプロジェクトで、2019年 2

月 27日にベータ版が公開されました（https://jpsearch.go.jp/）。

　「ジャパンサーチ」と「第一次黄金期」の「デジタルアーカイブ」の大き

なシステム上の違いは、バラバラで出すのではなく、総体として見せようと

いう動きが強まったことではないでしょうか。e-Japan構想の中で見られた

「放送・出版、映画等のコンテンツや、美術館・博物館、図書館等の所蔵品、

Web 情報、地域文化、アジア諸国との関係に関わる重要な公文書等」につい

ては、その方向性は大きく変わらないかもしれませんが、これらを統合的に

見せる動きになってきているのは重要なことでしょう。

　そして、もうひとつ極めて大きな動きは「オープン化」です。つまりオー

プンデータの傾向が強まったことで、文化資源のデジタルデータもオープン

なものとして出していこうという動きが、この「第二次黄金期」の中では極

めて重要なモチベーションになっています。オープンデータ、つまり自由に

複製・加工し、機械的な再利用などを文化財の情報についても自由に行える

ようにしていこう、という動きがあります。特に、Creative Commons（CC）

を用いたデータ公開が進められています。現在の「デジタルアーカイブジャ
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パン実務者検討委員会」では、CC0（すべての権利放棄）や CC BY（著作者の

氏名を表示することで、複製・加工などを許諾）などを特に推奨し、一部のもの

については Right Statement.orgを応用する方向で議論が進められており、近

くまとまった推奨版が出されるようです。

　この文化資源情報のオープン化は、歴史情報学にとっても極めて重要なこ

とです。コンピュータで歴史資料を解析する場合に、権利などで複製や加工

が認められないとなると、その研究自体が困難になることも想定されます

（2019年 1月施行の改正著作権法でだいぶ利用が便利になりましたが）。しかし、オー

プンデータであれば、それらを気にせずに進めることができます。オープン

化の流れは今後も促進していくと思われます。オープン化によって、資料へ

のアクセス増加が見込まれ、資料を提供する側もメリットが大きいことが最

近浸透してきました。一方で、オープン化の懸念であった「悪用される」と

いった事例は、現時点でも出てきておらず、現在はメリットのほうが大きく

なっているといえるでしょう。

5.  「デジタルアーカイブ」の持続性

　このように大変に活発な動きのある「第二次黄金期」ですが、課題がない

わけではありません。それは「持続性」です。第一次デジタルアーカイブに

対して、第二次デジタルアーカイブは、保存を課題としていました。しかし、

その「保存」に関してはまだ手探りな部分が多いのが実情です。最後に、そ

の持続性について「アーカイブ」とはどのようなものかを考えておければと

思います。

　特に「第一次黄金期」の結果から見えることは以下の通りです。

1．当時の「デジタルアーカイブ」が、「アーカイブズ」や博物館の要請とい

う具体的な課題に応えたものであるというケースは必ずしも多くなく、む

しろ補助金を中心とした、伝統産業振興策の一環として位置づけられたも

のが多かったようです。これは、政策全体がそのようなものであったこと
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は否めませんが、その中で、いわゆる GLAMや大学などが関与している

ものの数は多くありません。ただし、それらが関わっている「デジタルアー

カイブ」のほうが多少残りやすい傾向はあります。

2．政府系であったり自治体系であることが、必ずしも安定した「アーカイブ」

になることを意味しないのも特徴です。特に、当時の「デジタルアーカイ

ブ」の中でも、大きな予算を確保したであろう組織からなくなっているよ

うにも見受けられます。一方、NPOなどで着実に進めているところは残っ

ており、データも存在しているものが多い傾向があります。公的機関がデ

ジタル系の仕組みを運用することが、必ずしも長期持続を意味しないこと

は先行研究もありますが、「デジタルアーカイブ」も同様の傾向であると

いえるでしょう。

3．当時のものは動画が多いです。多くの第一次デジタルアーカイブでは動

画を運用しており、古い物品類の画像やメタデータに興味が向いている例

が多くないことがわかります。しかし、動画の形式が安定していないこと

もあってか、現在の環境では閲覧が困難になり、そのままなくなってしまっ

たものも少なくないようです。また、動画に適切なメタデータがついてお

らず、移転してしまった結果、見つけられないものもありそうです。

4．ドメインの維持と、コンテンツの維持には密接な関係があるようです。サー

バを変え、データを移行しても、その際に適切なポインタを示せるかどう

かが重要になっています。

このように考えると、「デジタルアーカイブ」を「アーカイブ」として保存

するための考え方はいくつか見えてくるようです。

A.  URL ないし適切なランディングページの維持

　とりわけ、URLをいかに維持するかは、重要な課題となります。最低限、

そこから移行するにせよ、ポインタを示すことが重要であり、それにより残

されるということは、十分に考えられる必要があります。その点において、

具体的にはデータへの DOI（Digital Object Identifier）の付与は重要な解決方法
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になり得るでしょう。これ以外にも、なるべく時限的なドメインは使わない、

もしくは適切な移行方法を確保するなどが求められる手法となります。最近

はドメインその物をハッシュ関数による計算値で持ってしまおうといった技

術的検討も見られます。

B.  データ形式の整理

　2000年代前半に比べると、デジタルデータの中で長期的に維持できるも

のと、そうでないものの傾向がある程度見えてきているのも事実です。少な

くともWeb上での資料公開が進む段階で、以下のファイル形式については、

おおむね下位互換を維持しつつ、長期的に利用可能でしょう。

・テキスト（もしくは XMLなど）

・PDF

・TIFFなどの非圧縮の画像ファイル（解像度などの問題はなお残る）

　これらのデータ形式は、細かいバージョンや文字コードなどの変容を含み

つつも、おおむねデータだけのマイグレーションを施すことで、維持が可能

なものとなっています。一方で、以下のようなデータ形式は、まだ安定して

いるとはいいがたく、長期的保存という観点からは、なお慎重な立場をとる

べき部分であるといえるのではないでしょうか。

・3Dのデータ形式

・動画

・いわゆる「高画質」の画像（画質そのものが、時間が進むにつれて陳腐化する）

　これらのデータそのものが持つ、時間的特性に即して、データを作成する

必要があります。動画は、多くのデータが「残っているような残っていない

ような」状況になっています。また、画像もサムネイルなどがある場合にも、

現在の画面解像度でどこまでの情報があるかというと、やはり厳しいのでは

ないかといわざるを得ない部分があります。また、これらのデータ形式につ

いては「デファクトスタンダードがどれになるか」といった情報を常に得て

おくことが必要でしょう。
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C.  オープンデータはどれほど持続性の解として持ち得るか

　第二次デジタルアーカイブの重要な成果として「オープンデータ」をあげ

ました。そのメリットは極めて大きなものです。オープンデータは持続性

という点も見るべき点があるのです。それは、多くの人が複製を持つ可能性

があるということで、ある「デジタルアーカイブ」がなくなっても、その複

製を誰かが持っていればデータそのものは生き残る、ということです。では、

持続性はこれで解決するのでしょうか。Aのように適切な URLを失い、ポ

インタのないデータだけが残ることで、どこまでそれを持続的といえるかは

難しい部分があります。また、データ保存という観点では消極的な解決手

段（誰かが持っていてくれるかもしれない）ともいえます。データはあればよい、

はひとつの重要な解ですが、その際にはやはり一定のコンテキストも保存す

る必要がありそうです。

D.  データとシステムの分離の重要性

　長期的なデジタルアーカイブシステムとして維持する場合には、データと

システムをいかに分離して持つかも、重要な課題となります。とりわけ、画

像や目録などのデータは、システムの平均的な更新期間である 5年より長い

ことは、おおむね了解されるでしょう。その際にシステムに依存したデータ

を作ることで、システムの陳腐化とともに、データそのものが陳腐化してし

まい、結果的にデータがアーカイブされないという事態が起こりえます。そ

のため、システムとデータとは分離すべきであり、かつ長期的に保存するた

めには、データ形式を長く持たせるように、同時に、形式をよりデファクト

スタンダートに近いものとしておくことで、マイグレーションを容易にして

おくことが肝要になります。

　これらの解決のためには、OAISモデルというデータの持ち方が提唱され

ています。データを原データと提供データに分け、原データを保存し、マイ

グレーション可能にすることで、長期的な維持を目指しています。
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6.  デジタル「アーカイブ」を考えるために

　このようなデータ保存については、iPresという学会があり、そこではデ

ジタル保存（Preservation）について、多くの研究が行われています。ここでも

触れられていることは、データを保存するためには技術だけではなく、総合

的な運用モデルが必要である、ということです。システムだけではなくデー

タなどのスタンダード、データ形式やその持ち方、場合によっては予算など

に至るまでの総合的な運用が求められるとともに、そこには関わる「人」自

体も重要な要素となっています。歴史情報学という中で、歴史資料のデータ

を長く維持し、未来の人にも開かれたデータとしていくためには、技術を知っ

た上で、さまざまな要素を学ぶ必要があります。
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c o l u m n . 3

1.  はじめに

　博物館における模写・模造・複製は、実物資料を保護しながらその価値を

伝えるために必要なツールとして活用されています。ただし、実物資料の単

なる代替用展示物という役割にとどめず、あらゆる人と博物館をつなげ、文

化財を未来へとつなぐための「博物館資料」として、新たな技術も含めた活

用の可能性を探っていく必要があります。

　立体物の複製にあたっては型取りによる製作が一般的ですが、3Dスキャ

ナーによる計測と 3Dプリンターによる出力は、非接触であることで作業が

簡便かつ効率的で安全性も高く、また比較的安価に立体化が可能です。和歌

山県立博物館では、和歌山県立和歌山工業高等学校、和歌山大学教育学部と

の連携により、これまでに多くの 3Dプリンター製文化財レプリカを作製し、

活用しています。その目的はふたつ、展示のユニバーサルデザイン化と、文

化財盗難防止対策です。博物館における資料の三次元情報の活用と実践につ

いて、その意義とともにご紹介します。

2.  さわれる文化財レプリカによる博物館展示のユニバーサルデザイン化

　博物館や美術館、資料館、動物園、水族館など大多数のミュージアムでは、

主に資料を目で見て、解説を読むことで情報を得られるように展示を構築

さわれる文化財レプリカと
お身代わり仏像
− 3D データで歴史と信仰の継承を支える−

大河内智之（和歌山県立博物館）
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しています。そのため視覚に障

害がある人（見えない人、見えに

くい人）にとっては、ミュージ

アムはバリアそのものであると

いう問題があります。ミュージ

アムはあらゆる人びとに開かれ、

活用される場でなければなりま

せんから、障害のある人びとの

利用が、受け入れ側の準備不足

によって制限されることのない

よう、公共空間であるミュージ

アムではこうした状況の改善を

図っていく必要があります。

　改善の方向性として、実際に

実物資料にさわれることを提唱

し、その展示手法の効果の大き

さについての実践的提起もなさ

れています［01］。ただ資料はさわることで劣化し、歴史的価値や美術的価値

を減少させてしまいますので、劣化を亢
こう

進
しん

させる鑑賞手法は、脆
ぜい

弱
じゃく

で破損

の危険性のある資料や、代替不能資料にまで広げることができません。そこ

で、さわることを目的としたレプリカの作製が、解決策のひとつとして想

定されることとなります。和歌山県立博物館ではこうした問題意識のもとに、

和歌山県立和歌山工業高等学校と和歌山大学教育学部と連携し、3Dスキャ

ナーと 3Dプリンターを用いた文化財レプリカの作製を行っています。

　製作の流れは次の通りです。① 3Dスキャナーを用いて資料をさまざまな

角度から非接触で計測する（図 1）。②得られた 3Dデータを、CADソフトを

用いて必要に応じて修正を施す（図2）。③完成した3Dデータを3Dプリンター

図 1　3D スキャナーによる計測

図 2　CAD ソフトによる 3D データの調整
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に入力し ABS樹脂・ASA樹脂な

どにて出力する（図 3）。④下地処

理（表面研磨など）ののち、アク

リル絵の具を用いて表面を彩色す

る（図 4）。一連の作業については、

文化財の取り扱い全般は学芸員が

行い、データ計測やデータ修正な

どは高校生との共同作業で、着色

作業は大学生が行っています。高

校では正規の授業カリキュラムに

組み入れて実習として行い、大学

生はミュージアムボランティア制

度による社会体験として作業に携

わってもらっています。

　このさわれるレプリカととも

に、特殊な透明盛り上げ印刷によ

る点字と触図を通常の印刷に重

ねたさわって読む図録を活用し

た「さわれる展示」を、博物館ではエントランスホールや常設展示室などに

設置しています（図 5）。見学した和歌山県立和歌山盲学校の生徒からは「た

だ説明を聞くだけだとわかりにくいが、さわったらよくわかった。もっとさ

わりやすく、わかりやすいものになって他の障害者の人たちにも来てほしい。

見えている人の中に入って一緒に楽しめるのがうれしい」という感想を得て

います。

　重要なのは、このようにして作った展示は、視覚に障害がある人だけが利

用しやすいのではないということです。さわれるレプリカは、誰もがさわっ

て、使用することのできる資料です。触覚による情報、資料の裏側の情報な

図 3　3D プリンターによる出力

図 4　アクリル絵の具による着色
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ど、見るだけでは得られない豊富な情報を得ながら資料に興味を持ってもら

う中で、地域の歴史や文化の魅力をさらに深く知ってもらうことにつながる

と考えています。

　ユニバーサルデザインという概念では、誰もが公平かつ柔軟に利用できる

こと、シンプルで直感的に使えること、情報が認知しやすいこと、失敗に対

して寛大であること、身体的な負担が少ないこと、使いやすいサイズや空間

であることなどが原則とされます。すなわち、従来、ミュージアムにとって

情報を届けることが難しかった、視覚に障害がある人に向けて情報を発信す

るツールを作製したことで、結果的に、誰もが使え（公平性）、自由に楽しみ

（柔軟性）、触覚による多くの情報と（直感的な情報の認知）、簡単かつ丁寧な解

説に接し（シンプルさ）、破損による影響も少ない（失敗に対して寛大）展示資

料を用意することにつながったといえます。

　ミュージアムにおける展示のユニバーサルデザインとは、誰にとっても鑑

賞の困難がなく、満足できる環境を構築することです。それは施設のバリア

フリー化だけの問題ではなく、展示そのものにある「バリアー」にも自覚的

図 5　さわれる展示のようす
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でなければならないでしょう。物理的な障壁、心理的な障壁のない、誰もが

快適に利用できる理想的なミュージアムを目指す上で、資料の三次元情報は

効果的に活用し得るものと思います［02］。

3.  「お身代わり」仏像による盗難被害防止対策

　現在、寺院や堂舎、あるいは神社や小祠に伝来する仏像などの文化財が換

金目的で盗難被害を受ける事件が多発しています。和歌山県の事例では、平

成 22年（2010）から 23年にかけての 1年間で、約 60カ所のお寺やお堂から、

安置されていた仏像 172体などが盗まれるという空前の被害が発生していま

す。仏像の美術的価値、歴史的価値の高さに老若男女を問わず関心が集まっ

ている一方で、インターネットのオークションサイトといった売買方法の多

様化によって需要の層が広がったことで、古美術品市場が広がり、盗み取っ

て供給する卑劣な犯罪者が出現しているのです。

　そしてもうひとつ深刻な要因があります。集落の高齢化と過疎化の問題で

す。仏像が盗まれた寺院や堂舎の多くは山間部などの小さな集落にあり、住

民数が減少し、かつ高齢者の割合が高く、その管理が難しくなっています。

実際に仏像を盗まれた地域の人たちは「まさか盗まれるとは思わなかった」

と語られます。しかし残念ながらこうした被害がいつどこで起こっても不思

議ではない状況となっています。

　防犯対策の強化が喫緊の課題ですが、周辺に人家もなく、また電気も通っ

ていないなど、対策自体が効果を発揮しないところもあるのが実情です。仏

像自体を別の安全な場所に移すことも効果的ですが、信仰対象の不在は信仰

環境の変容につながることですので、心理的に容認しにくいのも当然のこと

です。そこで和歌山県立博物館では、前節で紹介した文化財の複製を活用し

て、防犯対策を行いつつ信仰環境の変化を抑制する実践的な取り組みを行っ

ています。

　製作方法は前節と同様です。その仕上がりは実物と並べても遜色ない出来
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栄えで（図 6）、平成 24年度から

平成 29年度までの 6年間で合計

12カ所、25体を現地に安置して

おり、それぞれ実物は博物館で

預かって保管しています。特筆

しておきたいのは、完成したお

身代わり仏像を、製作に携わっ

た高校生と大学生が現地を訪れ

て奉納し、地域住民とコミュニ

ケーションをとるようにしてい

ることです（図 7）。生徒・学生

と顔を合わせ、苦労や工夫を聞

き、またそれをいたわり感謝を

伝える中で、「複製」が新たな物

語を背負っていることを実感し、

受け入れへの心理的ハードルが

解消される効果があります。実

は「お身代わり」という言葉も、

そうした交流の中で地域住民か

ら発せられた言葉です。

　こうして安置したお身代わり仏像について、地域住民からは「これで夜も

安心して寝られる」「本物と思って大切にお祀りする」といった感想をいた

だくなど好意的です。信仰の場や信仰の対象を継承していくことは、当事者

にとってそれだけ深刻で責任の重い問題であるということなのです。もちろ

んこうした対応は盗難が多発する緊急事態における対策として行っているも

ので、本来そのままの環境で維持・管理されていくことが最善であるのはい

うまでもありません。地域の実情に即しつつ、環境を整えて再び仏像を戻せ

図 6　実物（左）と 3D プリンター製お身代わり仏像（右）

図 7　お身代わり仏像の奉納（下湯川観音堂）
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ることが、最終的な目標であることを付言しておきたいと思います［03］。

4.  おわりに

　3Dデータを活用した歴史研究は、例えば磨
ま

崖
がい

仏
ぶつ

や石造物の測量調査や、

銅鏡の同
どう

氾
はん

品（同じ型を用いた製品）の同定、CTスキャンによる仏像の構造

や納入品調査などさまざまに行われており、さらにその活用の範囲は広がる

ことでしょう。本稿では、特に 3Dデータを 3Dプリンターで立体化するこ

とによって、博物館展示のユニバーサルデザイン化、そして仏像盗難防止対

策につなげる活動についてご紹介しました。

　博物館は資料を未来へと引き継ぎながら活用（展示や情報化による共有）す

るために、人（現在の利用者、未来の利用者）と物（有形・無形のさまざまな資料）

と場（物が伝来した場、物が展示される場）をつなぐ役割を担っています。歴史

資料の複製（レプリカ）もまた、本稿での事例に引きつければ展示資料として、

信仰の場を規定する象徴として、人と場をつなぐ機能を有効に発揮し得るこ

とを明らかにしました。

　博物館における 3Dプリンターの活用は、本稿で紹介した事例を先駆のひ

とつとしてようやく進み始めたところです［04］。近い将来、色情報の再現度

が高い安価な製品が開発される中でより広汎に活用され、博物館活動にも広

がりと深まりをもたらせてくれるのではないかと考えています。

─注
［01］　広瀬浩二郎『さわる文化への招待－触覚でみる手学問のすすめ』世界思想社、2009年。
［02］　本章の内容については、大河内智之「さわれるレプリカとさわって読む図録－展示のユニバー

サルデザイン－」（『博物館研究』549、2014年）も参照のこと。なお、この取り組みは、平
成 26年度内閣府バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰において総理大臣表
彰を受賞している。

［03］　本節の内容については、大河内智之「仏像を守る　和歌山県の事例から考える防犯対策」（『大
法輪』85-7、85-8、85-9、2018年）も参照。

［04］　淺湫毅・池田素子・大藪泰・田口肇・中道陽子「新町保存会・地蔵菩薩坐像の複製制作－科
学機器と伝統技術の融合による文化財保護の試み－」（『学叢』40、2018年）、斎藤梓・石黒宏治・
川上勝・古川英光「3Dプリンターの博物館における活用と展望」（『博物館研究』602、2018年）。
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c h a p t e r

10
歴史情報学の未来

後藤 真（国立歴史民俗博物館）

1.  はじめに

　本書の最後に、歴史情報学の今後の可能性について、いくつかの見通しを

示しておきます。情報学はものすごく速度の速い学問です。10年先どころか、

5年先を見通すことも難しい部分があります。そのため、簡単に「これはや

るべきだ」といったことをいえるものではありません。しかし、いくつかの

方向があり、その方向は少なくとも今後数年ないし 10年の間に考えるべき

ことになるのではないでしょうか。この章の執筆者自身、10年後に読んで

恥ずかしくなる可能性もありますが、歴史学として、情報学を用いながら「解

かなければならない課題」を見てみたいと思います。

2.  ディープラーニング？－古文書 OCR の研究から考える

　端的にいえば、ディープラーニングの技法そのものは、情報学的にはもは

や下火であるという指摘はあります。一方で、人文学への応用は、このよう

な技術という観点からは少し「落ち着いた」あとで適用されることが多いこ

とも事実です。おおむね、現時点の技術で何が可能であり、何が困難なのか

判明しつつある中で、歴史学の中からやるべきことは何でしょうか。

　まず、古
こ

文
もん

書
じょ

の OCRについては、短期的な課題として取り上げられるべ
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きものになっています。すでに息の長い研究ということにはなりにくい側面

があるようです。古文書の OCRについては、一定程度の精度までは出るで

あろうと考えられます。その理由は「ある程度正解がある」ものを対象とし

ているからです。もちろん、人間が手書きで書いたものなので、想定できな

いものもあるでしょう。しかし、おおむねの場合において正解がある古文書

の OCRは、最終的には一定の正解を出すことができると考えます。

　そのあとは、実用をどのように行うかの問題になります。どの程度（難易度・

範囲）の資料の文字が読めればよいとするのか、読んだ結果をどのように用

いるのかなどを整理し、その目的に則したかたちで作り上げることは不可能

ではないでしょう。あとは、くずし字の連綿をどのように処理するか、文脈

依存で読んでいる場合、元のテキストからの類推をどこまで入れるのか、な

ど個別の方法の問題になるため、「どこまでやるか」「研究のコスト（論文に

なるか・費用をかけられるか）をどこまでかけるのか」といった程度の問題になっ

ているともいえます。なお、人間は文脈依存でテキストを推定しながら読ん

でいるから、コンピュータにもその技法がないとできない（まだまだ時間が

かかる）といった指摘が見られますが、それは「コンピュータが人間と同じ

訓練をしなければ、その文字は読めない」という前提をもとにした指摘です。

しかし、囲碁のように、定石など関係なく読ませた結果のほうが強くなり得

る状況を考えるならば、人間と同じ手法でなければならないという前提自体

成立せず、とにかく大量の正解データが蓄積された段階で、突然「量の暴力」

でブレイクスルーが起こる可能性も十分にあり得ます。

　一方で、歴史学の側からすれば、そのような「ある程度文字が読めてしま

うであろう」状況の中で、歴史学がどのようにふるまうのかを考える必要が

あります。技術の進歩を止めることは事実上できません。将棋のソフトに対

して「人間に勝たないように開発するな」というのが無意味なことと同様で

す。その上で、人間はどのようにふるまう必要があるのでしょうか。古文書

を読むという訓練や教育という側面・価値自体は極めて重要なものとして残
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るでしょう。OCRは 100％ということはあり得ません。最後の正解・不正

解を判断するのは人間です。その判定をするためには、古文書が一定程度読

める（ここでは文字が読めるというだけではなく、古文書の返り点などを正確に把握

するとともに、内容を理解することができるなどを含めた意味での「読む」）必要は

あるでしょう。

　では、その訓練はどのような人を対象にどのような規模で必要なのか、な

どを考える必要も出てくるかもしれません。場合によっては OCRと適切な

「対話」ができる人がより重要視される場所も（数は多くはないと思われますが）

出てくることでしょう。歴史学は「古文書を読む」ことの意味を、そこから

先の最終的な歴史的事象を明らかにするプロセスまで含めたその中で、明ら

かにする必要が生まれてくると思われます。

　このように考えれば、この古文書 OCRの研究を取り巻く状況は、歴史情

報学の研究を始める際に行うべき確認事項を端的に表しているともいえます。

以下、整理しましょう。

▶テーマ選び

　最終目的として正解のあることをコンピュータにやらせるのかそうでない

のか。コンピュータは、期待された目的に対して一定のインプットを行い、

アウトプットを得るまででしかありません。そのアウトプットにどこまで期

待をするのか。それとも、その IN→ OUTの過程そのものを研究対象とし

たいのか（発見系の場合でも、検索して得られたデータにどこまでのものを期待す

るのかなど）などが主要な論点となります。どの方向に向かうのかを考える

ことが必要です。

▶アプローチ

　上記の最終目的に対して、どのようなアプローチを行うべきなのか。例え

ば、人間がこれまでやってきた手法や考え方をトレースするような形式で行

うのか、それとも、まったく違う手法にアプローチするのか。まったく違う

手法である場合には、正解の設定をどこに置くのか、テーマに合わせて考え



180

る必要も生じます。この部分では、先行研究のリサーチが密接に関わってき

ます。

▶「出口」

　テーマ選びと密接に関係しますが、最終的にどのようなものを作り上げる

ことを目指すのか。アプリケーションとして作り出すことを考えるのか、技

術的な部分だけでよいのか。最終的なサービスとする場合には「どの水準で」

出すことにするのかを考えなければなりません。

▶「出口」のさらにその先

　現在、歴史情報学の個別成果だけで、何か具体的なものになることはあり

ません。その先に、どのようなことを見越すのか、歴史学・情報学のどちら

の側に成果を残すのか、などを考える必要があるでしょう。そして、特に歴

史学の中で考えるならば、その成果は最終的に歴史学全体のどこに位置づけ

られるのか、歴史学の研究の中身だけでなく、ふるまいなども変えることに

なるのか、などを考えることが必要になるかもしれません。そして、やや循

環的に考えるならば、この出口の先を考えること自体をひとつのテーマにす

ることもできるでしょう。

　また、検討するための技術の選び方もこの事例から考えられるでしょう。

ディープラーニング自体は、「求められたある種の答えを出す」ことには長

けています。これは、ほかのコンピュータ処理と同様であるといえるでしょ

う。しかし、その過程が必ずしも明確ではなく、「なぜその答えになるのか」は、

わかりにくいのが特徴です。このような状況の中でディープラーニング（世

間がよく AIといっているもの）の、可能性と限界は指摘されるようになってき

ました。一方で、比較的どのようなものにでも使える（ように見える）ので、

その結果がさまざまな倫理的問題を引き起こしてきたことも事実ですし、社

会のさまざまな部分に影響も与えてきました。そのような技術的な可能性と

限界が見えてきた上で、古文書 OCRとしては使えるのではないか、という

方向で研究が進められているともいえます。現時点では「古文書の文字をよ
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む」ことはできても「古文書の文章を読む」ことはできません。このように

考えれば、既存のさまざまな技術の中で、何を用いるべきかというヒントの

事例を、ディープラーニングを用いた古文書 OCRは示しているといえるで

しょう。

3.  データプラットフォーム－歴史情報データの未来

　次に、歴史情報データそのものがどのようなかたちになるかを考えてみた

いと思います。まず、オープンデータ化については、その流れは当面続くで

しょう。歴史資料のデータを用いて研究すること自体が、学問の肝となる以

上、歴史情報学や人文情報学にとってもオープンデータ化は欠かすことがで

きません。しかし、そのオープンデータ化そのものは研究とはなりません。

もちろん、法制度的な課題として研究することは十分にあり得ますが、それ

はどちらかというと法学などの領分になるでしょう。また、図書館や博物館

などの経営論の文脈においてはあり得るかもしれません。

　歴史情報学の文脈で重要になるのは「データ形式のスタンダード」の問題

です。これまでは、メタデータとしてどのようなものを用いるべきか、といっ

た研究は多くなされてきました。それは複数のデータベースでどのように運

用するか、もしくは情報をどのように発見するかという観点で重要であった

からですが、近年は、メタデータを統一せずとも検索や発見が十分に可能に

なったこともあり、研究としては多くなされていません。しかし、RDFや

TEI・IIIFなどといった規格のスタンダードをどのように応用して研究する

かは、まだ重要なテーマです。特に TEIや IIIFに、日本・東アジアの資料

をどのように標準に適用させていくかなどについては、国際的には重要な

テーマであるといえるでしょう。ただし、いずれも、単に適用したりその中

の課題を論じるだけではなく、それを超えた「波及効果」まで検討して、は

じめて論文となる点に注意が必要です。

　同時に大型のデータベースなどの設計を考えるようになると、デファクト
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スタンダードを多く用いる場合に、「どこにデータを置くか」という問題が

生じてきます。一般に歴史資料は、「歴史資料は本来のあるべき現地に」と

いう考え方が進められてきています（これを現地主義などと呼びます）。しか

し、データはどこにあっても見られることが最大の特徴ですので、技術的な

観点からは必ずしも現地に置く必要はないのです。かつてのシステムのよう

に、データとシステムが不可分の存在であったならば、データを最もよく知

る人の場所にシステムがあり、そこで運営されるのが望ましかったといえる

でしょう。しかし、デファクトスタンダードを中心としたデータで、かつシ

ステムとデータが分離し、さらにクラウドでサーバを運用するとなると、少

なくとも現地に置く必要はなくなります。本当に必要なことは、現地の人び

とが、その資料にアクセスできることなのですから。

　では、物理的な場所はともかく、考え方として「どこ（組織など）に置くべき」

なのでしょうか。これは、今後の巨大なデータプラットフォームを考える上

で重要な課題です。究極的にはすべてのデータが単一のプラットフォームに

置かれ、そこから必要に応じて APIなどでデータを取得し、自分たちに必要

な研究（例えば、その巨大なプラットフォームの中から必要なものだけを検索できた

り、データを取り出して解析するなど）をできれば問題ありません。基本的には

資料を読みデータ化する「作業」があれば、データを提供する側はそれで解

決となります。

　さらにもう一度、「それでよいのでしょうか？」という問いを考えてみ

る必要があります。例えば、すべて Googleにデータを集約させてしまえば、

問題ないのでしょうか。Googleはある日突然サービスを終了するかもしれ

ません。海外にデータがあることを問題と思う人もいるでしょう。では、日

本の公的機関がひとつのサービスを提供すればよいのでしょうか。公的機関

であれば確実に持続するというわけではないということは第 9章で述べた通

りです。では、コピーがあれば解決するでしょうか。

　実はそこまで簡単ではない、ということを、本書をここまで読んだ方は理
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解いただけるのではないかと思います。目録の情報を作り、それを効果的に

発見するようにするためには、歴史学の知識が多く必要です。また、TEIと

してデータを作り公開するためにも、その資料の知識を理解し、データとし

て表現することが強く求められるのです。また、IIIFはデファクトスタンダー

ドではありますが、その哲学は分散型にあると考えます。このような「Web

の本来あるべき姿」としての分散なども、検討すべき要素としては重要であ

ると考えます。そのためには、データをどのような組織（場）に置くべきかは、

検討すべき重要な課題となるでしょう。今後、わたしたちがデータを使うた

めのよって立つ基盤をどのようにしたいのか、歴史学がどのような位置に立

つのかという点と合わせて考える必要があります。その立ち位置が見えてく

ると、特に発見系の研究については、何をどこまで進めるべきかといったこ

とが見えてくるのではないでしょうか。

4.  歴史情報に関わるデータや情報の持続性

　次にトピックとしてあげておきたいのは歴史情報に関わるデータや情報の

持続性の研究です。この分野は議論も多くなされていますが、実際にはまだ

まだやることの多い分野です。第 9章でも触れましたが、単に技術の問題で

もなく、一方で運用などだけで処理できる部分でもなく、極めて難しいかじ

取りがあるのも事実です。ここでは、いくつかの論点を列挙するにとどめます。

　まずはデータの持続性です。この件に関してはデータ形式の問題や、デー

タそのものの安定性、もしくは URLなどの問題も入ってくるかもしれませ

ん。その点では DOIの付与手法や、リポジトリに関わるシステム開発も検

討対象になり得るでしょう。分散型でデータをブロックごとに保存・記録す

る一連の技術であるブロックチェーンでデータを保存する可能性などについ

ても、今後の研究のテーマとしては重要になると思われます。

　そして、データを載せるための媒体の研究です。これは歴史情報学や人文

情報学というよりは、純粋に工学の分野に近くなる部分も大きいです。どの
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ようなものを選択して、実践していくかという点においては、デジタルアー

カイブと密接に関連した「運用」の研究としては、成り立ち得るかもしれま

せん。実際に大量のデータをクラウド環境に置くのは、回線の速度やコスト

面、バックアップや非公開データの取り扱いといった観点からも現実的とは

いいがたい部分もあります。特にWeb公開ではすぐに用いないようなデー

タ保存などについては、媒体の研究そのもの、そしてそれをキャッチアップ

するための運用などの研究は重要になるでしょう。

　さらに、ここに運用の問題が関わります。運用そのものは第 9章で述べた

ように、純粋に歴史情報学の課題ではない部分があります。しかし、例えば

どのようにデータ化をした記録を残すか、研究の意図そのもののドキュメン

テーションなどは、ひとつの重要なテーマになり得ます。現在、歴史情報学

に関わる研究でも、歴史学者のノートなどを史料として取り扱うという話題

も出てきています。同じように、データベース化の歴史そのものを、歴史情

報学の中で取り扱う可能性もあるかもしれません。

5.  研究成果のアウトプット

　次は話を少し転換して、わたしたちの研究成果の出し方などといった、や

やメタな視点に触れます。学術論文の執筆は、研究成果を出すという観点で

は基本です。これは、世界共通の「学術の作法」であるといえます。まずは

研究成果の最終形を学術論文とすることは、当面は変わらないでしょう。一

方でその学術論文のありようは大きく変わってきています。特に研究速度の

速い、情報系の研究では学術論文ではすでに「遅く」なってしまっており、

権威ある国際会議での発表などが最重要視されるという現状があるのは確か

です。そのような状況の中で、学術論文について、まとまった雑誌の形態で

はなく、査読が終わったものから随時公開していく形式や、プレプリントの

状態で速報的に出していくといった形式が模索されつつあります。すでに『情

報知識学会誌』は、J-Stageの早期公開制度を利用しており、速やかな公開を
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目指しています。おそらくは、同様の動きがほかの学会でも起こってくるで

しょう。

　もうひとつ重要な動きとして、「データ論文」を作るべきであるという流

れもあります。データ論文とは通常の論文とは異なり、データそのものを

掲載するとともに、データの意義を解説したものです。歴史学の側から見れ

ば「資料紹介」を論文として取り扱おうという動きとするのが最もわかりや

すいでしょうか。データを作ったその結果を学術論文にするためには、デー

タのみではなく何らかの具体的な研究上のアウトプットを求められることが

多いため、データを作る労力が業績に見合わないことがあります。そのよう

な問題点を解決しようと、検討されているものです。歴史情報学・人文情報

学では、現時点ではこのようなデータ論文は存在しませんが、データを作る

ことの重要性が指摘されている現在としては、作ることが望まれるものです。

近い将来には、このようなデータ論文を最終的なアウトプットとして目指す

研究も可能になるかもしれません。

6.  これまでと違う未来？－情報学の手段として歴史学を使う

　本書で述べているのは、第 1章で述べた通り、歴史学の課題解決に情報技

術を用いる研究です。しかし、同じく第 1章で述べたように、現在はほとん

どありませんが「情報学の課題解決に歴史学を用いる」研究は、可能性とし

ては当然あり得るのです。

　現在、ディープラーニングを中心として、さまざまな研究が進められてき

ています。その中には社会的な課題に直結するようなものもいくつか生まれ

てきています。写真の判定で人種的な問題が表出したこともありますし、差

別的な発言を連続して行うボットができたこともありました。このような状

況に対応するために、歴史学の知見を活かすことは考えられます。歴史学は、

差別などの社会的問題に深く取り組んできたのです。しかし、まだコンピュー

タなどでの実装に組み込むような試みは一切行われていません。それは、歴
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史学者が単にディープラーニングなどの技術を理解していないというだけで

はなく、実装の中に組み込めるような「かたち」を作れていないということ

もあるでしょう。出てきたものに対して、単に評論的なコメントをするよう

な討論だけではなく、自分たちの仕事がどのような理論で考えられているの

かを「パッケージ化」することが求められるでしょう。そのような取り組み

を行うことで、「情報学に使える歴史学」が生まれてくる可能性は十分にあ

り得ます。また、このような考え方をさらに進めれば、歴史学全体が社会の

中に再度戻っていくようなヒントにもなるのではないでしょうか。

7.  総合資料学と歴史情報学の未来

　最後に、総合資料学について触れておきます。総合資料学も、新たな学問

として踏み出す以上は、当然「未来の歴史情報学」のひとつになれることを

目指しています。総合資料学の中で作られている歴史情報学の仕組みは「場

の創出」にほかなりません。データをつなぎ、システムで公開、そのデータ

を活用した研究を行い、その研究成果をシステムに入れるという、ある意味

では、古典的ともいえる研究のプロセスを、広く歴史資料のネットワークの

中で作り出していくことが目的です。そのために RDFによる Linked Dataと

いうデファクトスタンダートのシステムを用い、IIIFによる画像情報のネッ

トワークを作るという構成になっています。

　ある意味では古典的な構成なのですが、歴史学のありようを可視化し、そ

こに多くの研究者やデータが集うことで、新たな研究の「芽」を作り出すこ

とを目指していることが特徴です。歴史学の「エコシステム」を外にひらき、

可視化することで歴史学の可能性や未来を明らかにすることを目指していま

す。Webの世界はある意味では「場」の転換を行ってきたといえます。そ

の点において、歴史学に関わる論文の電子化なども、おそらくは場の転換を

もたらすものになるといえるでしょう（残念ながらまだ十分とはいえませんが）。

同じように資料をめぐる場を作り直すことで、その転換をもたらすことが重
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要です。これまでの多くのデータベースは参照するものを紙からWebへと

転換しただけで（それだけでも実際には十分画期的なのですが）、その先にあるも

のまでは転換したとはいえない状況でした。複数の資料をつなぎ、研究デー

タや論文とつなぎ、機関と機関とをつなぐことで新たな場を提供するととも

に、実際の研究や教育の場も含めて提供することで、新たな研究へと結びつ

けるための可能性をひらいています。

　現時点では、決してスマートとはいいがたい手法ではありますが、歴史情

報学が、広い意味での歴史学に対して「役に立つ」ことを目指すのであれば、

このような手法も十二分に考えられるのではないでしょうか。総合資料学

が当初発案された背景の中には、東日本大震災を踏まえた文化財情報の保存

という課題もあります。実際、歴史資料を保全するために必要なことは、組

織や人のネットワークであり、それを支えるためのインフラであることもわ

かってきました。そのようなインフラのひとつとしても、このような仕組み

は必要になるでしょう。

　大規模なデータのインフラを新たなかたちで作り出すこと、そのこと自体

が生み出す未来の研究の可能性、その可能性の創成を総合資料学は「未来の

歴史情報学」として定義しているともいえるでしょう。

8.  歴史情報学の未来・歴史学の未来

　もちろん、このようなものだけではなく、おそらく 5年後には、今までで

は想像もつかないようなトピックが出てきていると思われます。歴史情報学

が「歴史学の課題解決に情報技術を活用する」ものであっても、「情報学の

課題解決に歴史学の知見を活用する」ものであっても、歴史資料を誤ること

なく用い、そこから生まれてくる新たな知見をもとに社会に広く貢献すると

いうこと自体には変わりはありません。

　歴史学や人文学がさまざまな場所で「苦境」とされている現在だからこ

そ、歴史情報学のような学問が求められているといえます。歴史学の資料や
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知、その思考を可視化し、社会に伝わるかたちにして届ける力を歴史情報学

は持っています。歴史学の持つポテンシャルを、うまく伝えるような学問と

して、新たな可能性を見つけ出してもらえればと思います。
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おわりに

　本書は、国立歴史民俗博物館（歴博）が行う基幹研究プロジェクト「総合

資料学の創成」の中で、特に歴史情報学（人文情報学）を学ぶための教科書

である。総合資料学とは、歴史資料への人文・社会科学と自然科学の分析に

ついて、さまざまな学問分野からの統合的アプローチによる研究を行うこと

を通じて、異分野連携・文理融合を図り、新たな知の発見につながる学問分

野の創成を目指す学問である。この異分野連携の基盤として、情報技術を用

い、歴博のみならず各大学の所蔵する歴史資料もネットワーク化して共同利

用可能にした情報インフラストラクチャを構築することも、本事業の中に含

まれている。

　上記の事業を達成するため、本事業は歴史学の研究に基づいた資料の情報

基盤を作る「人文情報ユニット」、その情報基盤を活用し、多様な分野の研

究者が歴史資料を用いて研究を行う「異分野連携ユニット」、そしてそれら

の成果を大学教育や地域への展開へと結びつける展開を行う「地域連携・教

育ユニット」の 3つのユニットによって進められている。

　歴博をハブとして、複数の大学による資料情報基盤の高度なネットワーク

を構築し、それをもとに分野を超えた研究を行い、その成果を大学教育や地

域に展開することが全体の目標である。さらに、それのみならず、大学教育

や地域連携・展示などで見えてきた課題を研究に還元し（これらの営みを歴博

では「博物館型研究統合」と称している）、研究で作られた知見やデータを情報

基盤に還元する、つまり情報基盤（共同利用）⇔異分野研究（共同研究）⇔地域・

教育展開（大学への貢献）という全体で循環をなす構造を作っている点も特

徴である。
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　本プロジェクトも、本書の出版段階で 3年間を終えたことになる。本プロ

ジェクトは 6年間計画で進められており、ちょうど折り返しの段階である。

この段階で総合資料学の一部をなす学問のひとつの「枠」を提示できたこと

は大変にありがたく思っており、本プロジェクトに関係する歴博館外・館内

を含む多くの皆さまへは心より感謝を申し上げたい。

　そして、後半の 3年間、また状況が大きく変わるであろうと考えている。

ひとつにはプロジェクト自体が、新たな局面を迎えることになり、より具体

的に多様な分野のデータを入れられるような仕組み作りが求められるであろ

う。歴史資料の多面性を見せるための人文情報学的なシステムとはどのよう

なものかなどを、考えさせられる局面も多く出てくると思われる。また、第

6章で天野氏が触れたように、今後は歴史文化資料をいかに災害時や平時の

消失から守るのか、そしてそれらを地域における社会や文化に活用していく

のかなどといった課題とも向き合うような、新たな歴史情報学のかたちが求

められるようになるであろう。

　もうひとつの点としては、プロジェクトを超えた歴史情報学・人文情報

学を含む学問全体の文脈もまた大きく変わると考えられる。第 10章でも触

れたように、デジタルに関わる業界の状況変化は非常に速い。3年の間でも、

オープンデータにまつわる状況は大きく整備され、ジャパンサーチのような

大型ポータルが完成するなどの変化があった。今後 3年間でも、それらの状

況は次々と変化し、まったく異なる状況が 3年後には生まれているであろう。

特に、歴史のデータの最も基盤となる部分をどのように維持するのかなどは、

このプロジェクトに関わっては大きな変革があるかもしれない。

　そのような変化のただなかで本書は編まれている。「はじめに」でも触れ

た通り、編者の一人（後藤）は、10年前に『情報歴史学入門』の編者として

も加わっている。『情報歴史学入門』の基礎となる技術部分はすでに古くなっ

てしまっており、やはり時代の変化を感じさせるものである。しかし、その

時期において「何を学ぶべきであると考えていたか」という学史を知るため
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には、重要な記録になっているとも考えている。学問は単にその中身だけで

はなく、学史や枠組みを含んだ「メタな視点」も含むことで、大きなディシ

プリンになるのである。本書も、現在は実用的なものとして、そして将来は

学史の中の記録の一部として残ることができれば幸いである。

　本書はデジタルデータでのダウンロード版としても作成されている。今後

の状況変化に応じて、柔軟に増補・改訂ができればと（個人的には）考えている。

無論、さまざまな状況が許せばということにはなるが。

　近年、ほぼ定型句のようになっているが、大学や大学共同利用機関をめぐ

る状況は決して楽なものではない。予算自体はいうまでもないことであるが、

日本だけではなく国際的にも過当な競争や研究評価をめぐる問題、人文学の

総体的な位置の低下などは進行しつつあり、国内外のあらゆる場所でその苦

境を聞く。また、日本を対象とする研究の位置も国際的に着々と下がりつつ

あり、多くの日本学の講座やポストが減少しつつある。そのような状況から

少しでも脱却し、人文学や日本歴史研究、日本資料・日本研究を見せること

ができるのが、この歴史情報学であると考えている。

　最後にこのような書籍を、極めてタイトなスケジュールの中、デジタル版

と紙の両者で出版まで結びつけてくださった文学通信には心より感謝を申し

上げたい。文学通信による適切な進捗管理がなければ、本書は「絶対に」完

成しなかったであろう。

　人文学・歴史学にはまだまだポテンシャルが多くある。そのポテンシャル

を伸ばし、成果をより見えるようにするお手伝いを、本書や今後の活動を通

じてさらに進めていければ幸いである。

編者一同



192

用語集

本文中に出てくる専門用語や、補足が必要な用語を解説します。

あ
青 空 文 庫　著作権が消滅した作品や著者が許諾した作品のテキストを公開

しているインターネット上の電子図書館。編集者の富
とみ

田
た

倫
みち

生
お

らが発起人と

なって 1998年に活動を開始し、2019年時点では 14,000点以上の作品が青空

文庫のWebサイト（https://www.aozora.gr.jp/）上で公開されている。

か
コ ン ピ ュ ー タ ビ ジ ョ ン　コンピューターを利用した画像認識技術および

それを研究する分野の総称。

さ
時 間 解 像 度　連続した存在である時間を、コンピューター上の離散的な

データとしてどれだけ細密に表現できるかを示す精度のこと。

時 間 情 報 シ ス テ ム H u T i m e　HuTimeプロジェクトが開発する時間情報

解析ソフトウエア。年表や時系列グラフの表示、時間に基づくデータの抽

出など、時間情報の処理や分析に関わる多彩な機能を提供する（http://www.

hutime.jp/）。

射 影 変 換 行 列　画像に対する幾何学的変換のひとつ。射影変換を適用する

ことで、例えば横方向から撮影した紙面の画像を、真正面から撮影したよう

に補正することができる。射影変換行列とは、画像データを行列データとみ

なした際に、射影変換の操作を表現する行列のこと。

セ マ ン テ ィ ッ ク ギ ャ ッ プ　現実世界において人間が理解する意味内容

（セマンティクス）と、コンピューター上で世界をモデル化したデータとの間

に存在する大きな差異（ギャップ）のこと。例えばデジタルカメラで撮影し

た写真に対して、人間は容易にその内容を理解し言葉（意味）で表現できるが、

コンピューターはその内容をピクセル列のデータとして分析するため、人間
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と同様の意味的記述を与えることにはさまざまな技術的困難がともなう。

セ マ ン テ ィ ッ ク W e b 技 術　Webページの意味（セマンティクス）をコン

ピューターに理解可能なかたちで記述することを目的にした技術の総称。

World Wide Webの発明者であるティム・バーナーズ＝リーによって提唱された。

た
ダ ブ リ ン コ ア（ D u b l i n  C o r e ）　デジタルデータのメタデータを記述

するための語彙のセット。1995年に米国オハイオ州のダブリンで開催され

たワークショップで提案された。"Title"や "Creator"など、メタデータを記

述する 15種類の基本語彙によって構成されている（http://dublincore.org/）。

特 徴 量 ベ ク ト ル　画像や映像、テキストなどのデータを要約する特徴量

（feature value）をベクトル表現したもの。画像認識でよく用いられる特徴量に

は SIFT、SURFなどがある。特徴量をベクトル化することで、データ間の類

似度を計算したり、似た特徴を持つデータをクラスタリングしたりするなど

の操作が可能になる。

は
ハ ミ ン グ 距 離　情報理論の用語で、同じ文字数からなるふたつの文字列の

中で、対応する位置にある異なる文字の個数のこと。例えば「11011」と「10001」

という文字列のハミング距離は 2である（2番目と 4番目の文字が異なる）。

パ ラ レ ル コ ー パ ス　ひとつの事柄について記述された言語や表記などが

異なるふたつ以上のテクストを、文単位もしくは段落単位で対応させて構築

したコーパス。

ピ ア・プ ロ ダ ク シ ョ ン（ p e e r  p r o d u c t i o n ）　互いに対等な個人が

構成するコミュニティの活動を通じて、何らかの製品やサービスを開発する

こと。ハーバード・ロースクールの法学者ヨハイ・ベンクラーがインター

ネット時代の新しい知的生産の形態として提唱した。LinuxやWikipediaは

ピア・プロダクションの代表としてあげられる。マスコラボレーション（mass 

collaboration）とも。
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分 散 型 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン（ d i s t r i b u t e d  c o l l a b o r a t i o n ）　

インターネットを駆使することで、多数の人びとが場所的制約にとらわれず

特定の目的の達成のために協力すること。

A
A P I　Application Protocol Interface.あるプログラムの機能を外部のプログラ

ムから利用するために用意されたインターフェイス（窓口）のこと。

A r c G I S　ESRI社が開発・販売している地理情報システム（GIS）ソフトウ

エア。地理情報を収集、整理、管理、解析、伝達、配布するためのさまざま

な機能を実装している（https://www.esrij.com/products/arcgis/）。

A w e s o m e - I I I F　IIIFに関連するツールやソフトウエアなどの情報をま

とめたレポジトリ（情報の集積所）。ソースコード共有サービスの GitHub上

で公開されている（https://github.com/IIIF/awesome-iiif）。

B
B R I E F　Binary Robust Independent Elementary Features.画像データの特徴を

記述する手法のひとつ。浮動小数点数ではなく二値コード列を使って特徴を

記述する。二値コード列のハミング距離は高速に計算可能であるため、画像

データ間のマッチングを高速に実行できる。

b y o b u . e x e　2001年に歴博が開発した超大画像自在閲覧システム。

Windows上で動くアプリケーション。2000年に開発した「超拡大！江戸図

屛風」を汎用化したもの。DeepZoomと同様に、倍率ごとに用意されたタイ

ル画像を用いて、高精細画像を表示する。

b y o b u 3 2 x . o c x　2007年に歴博が開発した超大画像自在閲覧システム。

Internet Explorer上の Active Xプラグインとして動作する。歴博総合展示第 3

展示室において高精細画像を含むデジタルコンテンツを提供するために開発

した。画面レイアウトをかなり自由にカスタマイズすることができる。高精

細画像のデータ形式は byobu.exeと同一。

C
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c o r e  B u i l d e r　メリーランド大学において開発されている XMLの編集

ツール。特に TEI準拠のマークアップをWebブラウザ上でメニュー選択操

作で行うことができる（https://github.com/raffazizzi/coreBuilder）。

C r e a t i v e  C o m m o n s（ C C ）　クリエイティブ・コモンズは、クリエ

イティブ・コモンズ・ライセンス（CCライセンス）を提供している国際的非

営利組織とそのプロジェクトの総称。CCライセンスは、著作権のあるコン

テンツを新たなかたちで利用させるためのツール。CC0以下合計７種類の

ライセンスが提供されている（https://creativecommons.org/）。

C W R C  w r i t e r　Canadian Writing Research Collaboratory（CWRC）が開発し

ているWYSIWYG（What You See Is What You Get）の XMLエディター。Webブ

ラウザ上で XMLの文書を編集することが可能（https://github.com/cwrc/CWRC-

WriterBase）。

D
D C M I  M e t a d a t a  T e r m s　ごく基本的なメタデータしか表現できな

いダブリンコアを拡張するために提案されたメタデータ記述のための語彙

セット。ダブリンコアの語彙も含めた 55種類の語彙によって構成される。

D e e p Z o o m　Microsoftによって開発された、Webブラウザ上で高精細画

像をスムーズに表示するための技術。画像を倍率ごとにタイル状に分割する

ことで、ネットワーク通信量を抑えながら高精細画像の表示を可能にしてい

る（https://www.microsoft.com/silverlight/deep-zoom/）。

D O I　デジタルオブジェクト識別子（Digital Object Identifier）。Web上のデジ

タルデータに与えられる識別子。この識別子を付与することで、ユーザーと

提供者の間に DOIディレクトリを経由させることができ、それによりデー

タの URLが変更されてリンク切れになるなどの事態を防ぐことができる。

E
E A D　符号化記録史料記述（Encoded Archival Description）。アーカイブズ資料

の目録記述を電子符号化する方法の国際標準。XML・SGMLを使用して資
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料のメタデータを記述する（https://www.loc.gov/ead/）。

F
F A S T　Features from Accelerated Segment Test.画像データ中の特徴的な箇所を

検出するアルゴリズムのひとつ。与えられた画像に含まれるコーナーを高速

に検出することができる。

F O A F　Friend of a Friend.人とその交友関係についての諸情報を機械可読形

式で記述することを目指す実験的なプロジェクト。http://www.foaf-project.org 

で運営されており、RDFを含むセマンティックWebの基礎技術が用いられ

ている。

G
G i t H u b　分散ソースコード管理システムである gitをベースにしたソー

スコード共有サービス。Linuxを含むさまざまなオープンソース・プロジェ

クトが GitHubを利用している。2018年にMicrosoft社によって買収された

（https://github.co.jp/）。

H
H u T i m e 暦 変 換 サ ー ビ ス　HuTimeプロジェクトが提供する機能のひと

つ。和暦や西暦など、異なる暦で示された時間情報を相互に変換することが

できる（http://www.hutime.jp/basicdata/calendar/form.html）。

I
I I I F　International Image Interoperability Framework.デジタルアーカイブにお

いて公開される画像にアクセスするための標準的 APIを定める国際標準。デ

ジタルアーカイブの画像資料は、公開機関によってバラバラな形式で提供さ

れていたが、2011年に大英図書館やスタンフォード大学などの共同作業を

通じて、画像データに対する標準的なアクセスを定める IIIFのバージョン 1.0

が公開された。画像データへのアクセス手段を与える Image API、書誌デー

タやアノテーションも含めたデータ公開形式を定める Presentation APIなど、

2019年時点で 4つの APIによって構成されている（https://iiif.io/）。
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I R G　Ideographic Rapporteur Group. ISO/IEC 10646および Unicodeへの漢字

の追加に対して検討を行う専門家のグループ。中国、日本、韓国を含む漢字

使用国から招待された専門家により構成される。

I S A D（ G ）　国際標準記録史料記述（General International Standard Archival 

Description）。アーカイブズ資料目録記述の国際標準であり、第 1版は 1994

年に国際文書館評議会（International Council on Archives; ICA）の記述標準特別委

員会にて採択された。現行の第 2版（ISAD(G)2nd）は 2000年 9月に行われ

た ICA国際会議にて採択された（https://www.ica.org/en/isadg-general-international-

standard-archival-description-second-edition）。

I S O / I E C  1 0 6 4 6　電子符号化方式や符号化文字集合などを定める文字

コードの国際標準規格。業界規格である Unicodeと互換性を持つ。

J
J S O N フ ォ ー マ ッ ト　JavaScript Object Notation.プログラミング言語の

JavaScriptでデータをテキスト表現する際に利用されるフォーマット。Web

上のデータ交換フォーマットとして XMLと並んで広く利用される。

K
K M N I S T　2018年に人文学オープンデータ共同利用センター（CODH）が

公開した、「くずし字」の文字画像データセット（Kuzushiji-MNIST）。MNIST

と互換性のある形式で公開されており、機械学習研究に容易に利用すること

ができる（http://codh.rois.ac.jp/kmnist/）。

L
L i n k e d  O p e n  D a t a　構造化されたデータ同士を URIを介して「リン

ク」させたデータを Linked Data（LD）と呼ぶ。Linked Open Data（LOD）とは、

Linked Dataのうち、Creative Commonsなどのオープンライセンスで提供され

るデータを指す（http://linkeddata.org/）。

M
M A R C　機械可読目録（MAchine-Readable Cataloging）。図書館資料の目録を電
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子化するための国際的標準フォーマット。

M e i d a w i k i　ユーザーによるWebページの内容編集を可能にするウィキ

システムのひとつ。Wikipediaおよびその姉妹プロジェクトで利用されてい

る（https://www.mediawiki.org）。

M i r a d o r　スタンフォード大学を中心に開発されているオープンソース

の IIIF画像ビューワー。https://projectmirador.org で公開されている。

M N I S T デ ー タ セ ッ ト　機械学習の分野で画像認識のタスクに用いられる

データセットのひとつ。7万枚の手書き文字の数字画像から構成される（http://

codh.rois.ac.jp/kmnist/）。

O
O A I S モ デ ル　Reference Model for an Open Archival Information System.コンテ

ンツに合わせて表現情報・コンテクスト情報・来歴情報・不変性情報などを

同時に保存してひとつの情報パッケージとして理解する。そしてこの情報

パッケージを流通の段階ごとに制御し、変更の情報やコンテンツの関連情報

を同時に記録することを通じて、データを長く保存することを目指したモデ

ル。

O C R　光学文字認識（Optical Character Recognition）。印刷された文書をスキャ

ンし、そこに書かれている文字を電子テキストに変換する技術およびソフト

ウエアのこと。

O m e k a　図書館、博物館、美術館などのWeb展示を作成するためのコン

テンツマネジメントシステム（CMS）。https://omeka.org で公開されている。

O p e n  A n n o t a t i o n　Web上のリソースにアノテーションを付与する

方式やそのデータモデルについて検討を行っていた、標準化団体W3C下の

コミュニティ・グループ。2013年に活動を停止し、その活動は同じくW3C

下のWeb Annotationワーキンググループに引き継がれた。

O p e n C V　コンピュータビジョンの分野で広く使用されているオープン

ソースのライブラリ（ライブラリとは、頻繁に利用されるプログラム中の処理をパッ
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ケージし、共有可能にしたもの）。画像認識分野で使用されるさまざまなアルゴ

リズムが標準機能として実装されている。

O p e n S e a d r a g o n　DeepZoom形式の画像ファイルの表示に対応した

JavaScriptライブラリ。Microsoft社によって開発されていたがオープンソー

ス化された（https://openseadragon.github.io/）。

O x y g e n  X M L  E d i t o r　Syncro Soft社によって開発されている高機能

な XML編集用ソフトウエア。TEIテクストの編集を支援するさまざまな機

能を提供しており、TEIコミュニティでは広く使用されている（https://www.

oxygenxml.com/）。

P
P r e s e n t a t i o n  A P　IIIIFを構成する APIのひとつ。画像資料の公開形

式を「マニフェスト」と呼ばれる JSON-LD形式のファイルによって指定す

る（https://iiif.io/api/presentation/2.1/）。

Q
Q G I S　地理情報システム（GIS）ソフトウエアのひとつで、地理情報の閲覧、

編集、分析が可能。オープンソースのソフトウエアであり、無償で利用する

ことができる（https://www.qgis.org/）。

R
R A N S A C　RANdom SAmple Consensus. 与えられた観測値に外れ値が含まれ

る可能性を考慮し、その影響を最小限に抑えるための「ロバスト推定」を実

現するアルゴリズムのひとつ。

R D F　Resource Description Framework. Web上のメタデータを記述するために

用いられる汎用データモデル。主語－述語－目的語の組である「トリプル」

によってメタデータを表現する。セマンティックWebの基礎技術のひとつ。

RDF/XML、TTL、JSON-LD、Linked.art JSON-LD、KML、GeoJSON、IIIF 

Manifestという計 8種類のデータ形式

R i g h t s  S t a t e m e n t　DPLAと Europeanaによって作成された権利のあ
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り方を示す表記。CCが著作権のライセンスを示すのに対し、Rightsstatements

は権利がどのような状態になっているかを端的に示すものとして用いられる。

著作権の有無（不明を含む）、それ以外の権利制限の有無などを示すことがで

きる（Rights Statement.org）。

S
S c r i p t  E n c o d i n g  I n i t i a t i v e　少数民族が使用するマイナーな文

字や、歴史的な書記体系で使用されていた文字の Unicodeへの登録をサポー

トする団体。カリフォルニア大学バークレー校の言語学部を拠点として活動

している（http://www.linguistics.berkeley.edu/sei/index.html）。

T
T A P A S　TEIテクストを保存・公開するための共用レポジトリ。TEIコン

ソーシアムや米国博物館・図書館サービス機構（IMLS）、全米人文学基金（NEH）

などの助成のもと運営されている（http://www.tapasproject.org）。

T E I　Text Encoding Initiative.文学作品や歴史資料などの人文学資料を XML

でエンコード（符号化）する際のガイドラインを策定する団体およびこの団

体によるガイドライン（https://tei-c.org/）。

T E I L i b　Best Practices for TEI in Libraries.図書館において TEI準拠のテキス

トデータを作成するためのガイドライン。

T r a n s c r i b e  B e n t h a m　功利主義の提唱者として知られる哲学者 J. 

ベンサム（1748-1832）による 60,000ページに及ぶ全集未収録の遺稿を、ボラ

ンティアの手によりオンラインで文字起こしするプロジェクト。ユニバーシ

ティー・カレッジ・ロンドン（UCL）によって運営されている。

U
U n i c o d e　文字の電子符号化方式や符号化文字集合を定めた文字コード

の業界規格。日本語を含む世界中の文字体系に対応しており、2019年時点

の最新バージョンである Unicdoe 12.0は、150言語にわたる 137,993文字を

カバーしている。Unicodeの管理運営はユニコード・コンソーシアムによっ
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て担われている。

U R I　Universal Resource Identifier.インターネット上に存在するリソース（資

源）を指し示すための識別子。リソースの「場所」を指し示す URL（Universal 

Resource Locator）の概念を拡張したもの。

X
X M L　eXtendsiblee Markup Language.任意の用途について拡張可能なマーク

アップ言語。Web上のデータ交換の標準フォーマットとして広く利用されて

いる。その前身である SGMLからの移行を目的として開発され、1998年に

最初の仕様が策定された。

Z
Z o o m i f y　Zoomify社が提供する高精細画像をWebブラウザ上でスムー

ズに表示するための JavaScriptライブラリ。簡便なビューワーは無料で使え

る。画像の作成環境やカスタマイズ可能なソースコード、技術サポートなど

の提供は有料。PhotoShopは Zoomfy形式画像の作成機能を持っており、高

精細画像を手軽に作成することができる（http://www.zoomify.com/）。
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学会
雑誌案内

人文情報学に関する学会・学会誌をご紹介します。

海外
Alliance of Digital Humanities Organization（ADHO） 

ALLC・ACH・SDH/SEMIの連合で作られ、現在では世界各地の DH学会の

連合体となっている。年 1回、最大の国際会議を開催。

▶学会 HP　https://adho.org/

なお、この関連団体としては現在下記のような団体がある。

The European Association for Digital Humanities

ヨーロッパ DH、旧 ALLC（Association for Literary and Linguistic Computing）。

▶学会 HP　https://eadh.org/

Association for Computers and the Humanities（ACH） 

▶学会 HP　https://ach.org/

Canadian Society for Digital Humanities / 

Société canadienne des humanités numériques （CSDH/SCHN）

カナダ　▶学会 HP　http://csdh-schn.org

Australasian Association for Digital Humanities （aaDH）

オーストラリア　▶学会 HP　https://aa-dh.org/

Digital Humanities Association of Southern Africa （DHASA）

南アフリカ　▶学会 HP　http://digitalhumanities.org.za/

Taiwanese Association for Digital Humanities （TADH）

台湾　▶学会 HP　http://tadh.org.tw/en/

学会誌
DIGITAL HUMANITIES QUARTERLY（DHQ）

▶学会 HP　http://www.digitalhumanities.org/dhq/

ADHOによって刊行されている DH分野のオンライン査読誌。掲載記事は
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すべてオープンアクセスで公開される。

Digital Scholarship in the Humanities （DSH）

▶学会 HP　https://academic.oup.com/dsh

ADHOの委託のもと、オックスフォード大学出版局により刊行されている

DH分野の査読誌。ADHOの会員はオンラインで記事を購読できる。

JOURNAL OF THE TEXT ENCODING INITIATIVE

▶学会 HP　https://journals.openedition.org/jtei/

人文学資料の構造化記述ガイドラインの策定団体 Text Encoding Initiative（TEI）

によって刊行されるオンライン査読誌。

日本
人文科学とコンピュータ研究会（IPSJ SIG Computers and the Humanities）

情報処理学会（https://www.ipsj.or.jp/）の研究会のひとつ。国内最大のシンポジ

ウム「人文科学とコンピュータシンポジウム（通称「じんもんこん」）」を年 1回、

通常の研究会を年 3回開催している。研究会ごとに予稿集を発行。また、シ

ンポジウムは査読付き予稿集として刊行されている。2年に 1度ほど、情報

処理学会論文誌で人文科学とコンピュータを特集。

▶学会 HP　http://www.jinmoncom.jp/

▶ 刊行物アーカイブ　https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/index.php?action=pages_view_main&active_

action=repository_view_main_item_snippet&index_id=4961&pn=1&count=20&order=7&lang=

japanese&page_id=13&block_id=8

日本デジタル・ヒューマニティーズ学会

Japanese Association for Digital Humanities（JADH）

ADHOに加盟している団体。国内での総会が年 1回開催される。英語論文

誌『The Journal of the Japanese Association for Digital Humanities』に加え、日本

語論文誌『デジタル・ヒューマニティーズ』を刊行。

▶学会 HP　https://www.jadh.org/

▶刊行物アーカイブ（J-STAGE）　
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Journal of the JADH：https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjadh/-char/en

デジタル・ヒューマニティーズ：https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jadh/list/-char/ja

情報知識学会

図書館情報学に近い分野の研究が多い。年次大会と情報知識学フォーラムを

年 1回、そのほかに部会・研究会・懇話会が活動している。学会誌『情報知

識学会誌』を年 4回刊行。全号Web上でオープンアクセス。

▶学会 HP　http://www.jsik.jp/　▶刊行物アーカイブ　http://www.jsik.jp/?archive

アート・ドキュメンテーション学会

美術館・博物館の関係者が多い。大会を年 1回、研究会を 2～ 4回開催。学

会誌は、会員のみ配布の『アート・ドキュメンテーション通信』（季刊）、『アー

ト・ドキュメンテーション研究』（年刊）などを刊行。

▶学会 HP　http://www.jads.org/

デジタルアーカイブ学会

近年のデジタルアーカイブの隆盛を受けて作られた学会（2017年設立）。大会

を年 1回、そのほかにシンポジウム、定例研究会、部会、支部などが活動し

ている。学会誌『デジタルアーカイブ学会誌』は年 4回刊行。全号 J-STAGE

上で閲覧可能。

▶学会 HP　http://digitalarchivejapan.org/

▶刊行物アーカイブ（J-STAGE）　https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsda/-char/ja

漢字文献情報処理研究会

特に東洋学におけるデジタル化や研究技法を検討。大会を年 1回、シンポジ

ウムを年 1回程度開催。機関誌『漢字文献情報処理研究』を年 1回刊行。

▶学会 HP　http://jaet.sakura.ne.jp/

▶刊行物アーカイブ　http://jaet.sakura.ne.jp/?%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9

東洋学へのコンピュータ利用

学会ではないが、年に一度研究セミナーを開催し、予稿集を発行している。

▶刊行物アーカイブ　http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/seminars/oricom/
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広く人文情報学について専門的に学べる大学・大学院をご紹介します。

筑波大学　

情報学群　知識情報・図書館学類

図書館情報メディア研究科　図書館情報メディア専攻 （大学院）

▶知識情報・図書館学類  　http://klis.tsukuba.ac.jp/

▶図書館情報メディア研究科　http://www.slis.tsukuba.ac.jp/grad/

東京大学　

文学部　人文学科　日本史学専修課程

人文社会系研究科　日本文化研究専攻（大学院）

デジタル・ヒューマニティーズ教育プログラム（大学院）

▶大学院人文社会系研究科・文学部　http://www.l.u-tokyo.ac.jp/

▶デジタル・ヒューマニティーズ教育プログラム　http://dh.iii.u-tokyo.ac.jp/

同志社大学

文化情報学部　文化情報学科　文化資源学コース

文化情報学研究科　文化情報学専攻　文化資源学コース （大学院）

▶文化資源学コース　https://www.cis.doshisha.ac.jp/course/culturalresources/

立命館大学

文学部　人文学科　日本文化情報学専攻、地理学専攻

文学研究科　行動文化情報学専攻　文化情報学専修 （大学院）

▶文学部　http://www.ritsumei.ac.jp/lt/

▶文学研究科文化情報学専修　http://www.ritsumei.ac.jp/gslt/introduce/major/major14.

html/

大学
案内
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 ❶＝現職　❷＝専門分野　❸＝主要著書・論文

● 編者

後藤 真・橋本雄太　→奥付参照

● 執筆者（掲載順）

山田太造（やまだ　たいぞう）

❶東京大学史料編纂所前近代日本史情報国際センター助教　❷データ工学、歴史情報学　❸
山田太造「ガラス乾板に関するデータはどこに向かうのか」（久留島典子・高橋則英・山家浩樹編『文
化財としてのガラス乾板』勉誠出版、2017年、180-183頁）、山田太造・畑山周平・小瀬玄士・遠藤珠紀・
井上聡・久留島典子「前近代日本史史料における人物関係とその時空間変化：天正期古記
録『上井覚兼日記』を例に」（『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集：じんもんこん 2017』2017年

12月、61-68頁）、山田太造「文字データベース連携の課題」（石塚晴通監修／高田智和・馬場基・横山
詔一編『漢字字体史研究　二』勉誠出版、2016年、395-419頁）

中村 覚（なかむら　さとる）

❶東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門助教　❷デジタルアーカイブ、Linked Data、
人文情報学　❸中村覚・大和裕幸・稗方和夫・満行泰河・鈴木淳・吉田ますみ「Linked 

Dataを用いた歴史研究者の史料管理と活用を支援するシステムの開発」（『情報処理学会論文誌』
Vol.59、 No.4、2018年、1240-1249頁）、中村覚「Linked Dataを用いた軍艦オントロジーの構築と平
賀譲デジタルアーカイブへの活用」（『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集：じんもんこん 2017』 

2017年 12月、133-138頁）、中村覚・稗方和夫・満行泰河・加藤諭・宮本隆史・高嶋朋子「『文
部省往復』を中心としたデジタルアーカイブの構築とその活用」（『東京大学文書館紀要』No.35、

2017年、30-43頁）

北本朝展（きたもと　あさのぶ）

❶情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 人文学オープンデータ共同
利用センター センター長／国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系准教授　❷情報学　❸
北本朝展・堀井洋・堀井美里・鈴木親彦・山本和明「時系列史料の人機分担構造化：古典籍『武
鑑』を参照する江戸情報基盤の構築に向けて」（『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集：じん
もんこん 2017』2017年 12月、273-280頁）、西村陽子・北本朝展「ディジタル史料批判と歴史学に
おける新発見」（『人工知能学会誌』Vol. 31、No. 6、2016年 11月、769-774頁）、北本朝展「デジタル・アー
カイブの鍛え方～公開から始まる継続的な改善を駆動する方法論」（岡本真・柳与志夫編『デジタ
ル・アーカイブとは何か－ 理論と実践」勉誠出版、2015年、157-180頁）

執筆者
一覧



執筆者一覧 207

天野真志（あまの　まさし）

❶国立歴史民俗博物館特任准教授　❷日本近世・近代史、資料保存　❸『記憶が歴史資料に
なるとき』（蕃山房、2016年）、「秋田藩佐竹家中長瀬氏系図の成立と旧領常陸」（近代茨城地域史
研究会編『近世近代移行期の歴史意識・思想・由緒』岩田書院、2017年）、「地域歴史資料と災害対策」（『文
化財保存修復学会誌』60、2017年）

関野 樹（せきの　たつき）

❶国際日本文化研究センター教授　❷時間情報学　❸関野樹「コンピューターによる時間
情報の記述と活用」（国立歴史民俗博物館編『〈総合資料学〉の挑戦 異分野融合研究の最前線』吉川弘文館、

2017年、76-97頁）、Tatsuki Sekino, Basic linked data resource for temporal information. Proceedings of the 

2017 Pacific Neighborhood Consortium Annual Conference and Joint Meetings (PNC), 76-82, 2017.、関野
樹「Web HuTime － 時間情報のためのWebプラットフォーム」（『情報処理学会シンポジウムシリー
ズ』 2016(2)、 2016年、125-132頁）

鈴木卓治（すずき　たくじ）

❶国立歴史民俗博物館教授　❷博物館情報システム学　❸鈴木卓治・大久保純一「江戸図屛
風を起点に他の風景と比べたら何がわかるか？」（国立歴史民俗博物館編『歴史研究と〈総合資料学〉』
吉川弘文館、2018年、34-55頁）、『画像色彩技術を用いた錦絵画像の色彩分析とデジタル展示』（千
葉大学大学院融合科学研究科博士論文、2015年、https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900119186/）、鈴木卓治編『〈共
同研究〉デジタル化された歴史研究情報の高度利用に関する研究』（『国立歴史民俗博物館研究報告』
189、2015年、http://id.nii.ac.jp/1350/00002140/）

永崎研宣（ながさき　きよのり）

❶一般財団法人人文情報学研究所主席研究員　❷人文情報学、仏教学　❸ Kiyonori Nagasaki, 

Contexts of Digital Humanities in Japan,Digital Humanities and Scholarly Research Trends in the Asia-

Pacific,IGI Global, Jan 2019, pp. 71-90.、永崎研宣・下田正弘「オープン化が拓くデジタルアー
カイブの高度利活用 : IIIF Manifests for Buddhist Studiesの運用を通じて」（『人文科学とコンピュー
タシンポジウム論文集：じんもんこん 2018』 2018年 12月、389-394頁）、 永崎研宣「インド学仏教学を未
来につなぐために－研究資料ネットワークの再形成に向けて－」（『印度学仏教学研究』2017年 3月、

1015-1022頁）

大河内智之（おおこうち　ともゆき）

❶和歌山県立博物館主査学芸員　❷日本美術史　❸　『道成寺と日高川－道成寺縁起と流域
の宗教文化－』（和歌山県立博物館、2017年）、『さわって学ぶ 仏像の基礎知識』（和歌山県立博物館
施設活性化事業実行委員会、2017年）、「成立期の丹生高野四社明神像について－鋳造神像とその
木型－」（『佛教藝術』346、2016年）、『熊野－聖地への旅－』（和歌山県立博物館、2014年）、「さわれ
るレプリカとさわって読む図録－展示のユニバーサルデザイン－」（『博物館研究』549、2014年）、
『高野山麓 祈りのかたち』（和歌山県立博物館、2012年）
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［ 監 修 ］

国立歴史民俗博物館
千葉県佐倉市城内町にある、日本の考古学・歴史・民俗について総合的に研究・展示する博物館。通称、
歴博（れきはく）。歴史学・考古学・民俗学の調査研究の発展、資料公開による教育活動の推進を目
的に、昭和 56 年に設置された「博物館」であり、同時に大学を中心とする全国の研究者と共同して
調査研究・情報提供等を進める体制が制度的に確保された「大学共同利用機関」。現在、基幹的な研
究として「総合資料学の創成」事業を推進する。
〒 285-8502 千葉県佐倉市城内町 117　https://www.rekihaku.ac.jp/index.html

［ 編 者 ］　

後藤 真（ごとう　まこと）
国立歴史民俗博物館准教授。専門分野は人文情報学、総合資料学。主要論文に、「日本における人
文情報学の全体像と総合資料学」（国立歴史民俗博物館編『歴史研究と「総合資料学」』吉川弘文館、
2018 年）、「総合資料学の射程と情報基盤」（国立歴史民俗博物館編『＜総合資料学＞の挑戦』吉川
弘文館、2017 年）、「アーカイブズからデジタル・アーカイブへ」（NPO知的資源イニシアティブ編
『アーカイブのつくりかた』勉誠出版、2012 年）など。

橋本雄太（はしもと　ゆうた）
国立歴史民俗博物館助教。専門分野はデジタル人文学、近代西洋科学史。主要論文に、「みんなで
翻刻プロジェクト」（『日本歴史』 848 号、2019 年 1 月、68-73 頁）、Minna de Honkoku: Learning-
driven Crowdsourced Transcription of Pre-modern Japanese Earthquake Records. In Proceedings of 
Digital Humanities 2018 , pp. 207-210, July 2018. など。




